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【第１章】 

計画の策定について 

１ 計画の背景と目的 

少子高齢化や本格的な人口減少の進行に伴う社会経済の低迷など、私たちを取り巻く社会環境は大

きく変化しています。このような社会の大きな変化に柔軟に対応していくためには、全ての人の人権

を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することができるよ

うな多様性を認め合う社会の実現が求められます。 

 

国では、男女共同参画社会の実現に向け、平成 11（1999）年６月に「男女共同参画社会基本法」を

制定し、平成 12（2000）年 12 月には「男女共同参画基本計画」を策定しました。その後、５年ごとに

見直しが図られ、現在は令和２（2020）年 12 月に策定された「第５次男女共同参画基本計画」に基づ

き、男女共同参画社会の実現に向けて様々な施策が進められています。 

 

高萩市（以下、「本市」という。）では、男女がともに自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現を

目指し、これまで男女共同参画の推進に向けて、意識啓発や環境整備など様々な取組を進めてきまし

た。これらの取組により一定の成果が見られる一方で、依然として固定的な性別役割分担意識が社会

の中に根強く残っており、女性の職業生活における活躍の推進や、男女共同参画の視点に立った防災

対策、さらにはあらゆる暴力の根絶など、引き続き取り組むべき課題が存在しています。 

 

こうした状況を踏まえ、令和７（2025）年度で第３次高萩市男女共同参画プラン（第３次プラン）

の計画期間が終了することから、本市では、これまでの取組や課題に加え、刻々と変化する社会情勢

や市民の意向を的確に捉えながら、すべての人が性別にかかわりなく、互いの個性と能力を認め合い、

尊重し合える社会の実現に向けて、男女共同参画の取組を総合的かつ計画的に推進するための指針と

して、第４次高萩市男女共同参画プラン（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に基づく「市町村男女共同参画基本計画」で

あり、本市が男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的、計画的に進めていくために、施策の

方向性を具体的に示す基本計画です。 

また、以下の２計画を一体的に策定します。 

・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）第６条第２項に基づく

「市町村推進計画」である「女性活躍推進計画」 

・ 「偶者者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）第２条の３第３項

に基づく「市町村基本計画」である「ＤＶ防止基本計画」 

 

（２）他の計画との関係性 

本計画は、「高萩市総合計画」をはじめ、「地域福祉計画」「地域防災計画」など本市の他の関連計

画との整合を図りながら策定しています。 

また、子育て支援や高齢者施策、災害時の対応といった分野においても、男女共同参画の視点は

不可欠であり、本計画の施策はそれらの分野における推進力の一部として機能します。 
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３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢の変化や国・県の方針との整合等を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

４ 本計画とSDGsについて 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）は、平成 27（2015）年９月の国連サミットで

採択された、持続可能でより良い社会の実現を目指す国際目標です。ＳＤＧｓでは、「誰一人として取

り残さない」社会の実現を目指し、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」

「質の高い教育をみんなに」など、17 のゴール（目標）とそれを達成するための 169 のターゲットが

設定されています。 

この中の１つである「目標５ ジェンダー平等を実現しよう」は、全てのＳＤＧｓを達成するために

不可欠な視点であるとされています。 

 

 

 

国では、平成 28（2016）年に、内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」を設置し、実

施指針として、地方自治体の計画等にＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しています。 

本計画においては、本市における男女共同参画を取り巻く現状や課題を踏まえるとともに、ＳＤＧ

ｓの視点を取り入れながら、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に進めます。 

  

令和８（2026）年度～令和12（2030）年度 ： ５年間 
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５ 計画の策定体制 

（１）策定委員会の設置 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、関係団体、市民代表などで構成する「高萩市男女共同

参画プラン策定委員会」を設置し、計画内容の検討・助言を受けながら策定作業を進めました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

本計画について、様々な年齢層の考え方や意識の違い、実態等を把握するため、市民と中学生に

対してアンケート調査を実施しました。 

また、市内に事業所を置く企業（各種法人を含む）を対象に、女性活躍等についてのアンケート

調査を実施しました。 

 

① 市民アンケート調査 

調査対象 市内にお住まいの18歳以上の方2,000人（無作為抽出） 

調査方法 郵送による偶布・回収 

調査期間 令和７（2025）年９月10日（水）～令和７（2025）年９月30日（火） 

回収数・回収率 回収数：821件 有効回答数：818件（回収率41.1％ 有効回収率40.9％） 

 

② 中学生アンケート調査 

調査対象 市内の中学校に通う生徒（３年生）全員（189人）へ学校偶布 

調査方法 学校にて偶布・回収 

調査期間 令和７（2025）年９月10日（水）～令和７（2025）年９月30日（火） 

回収数・回収率 回収数：171件 有効回答数：168件（回収率90.5％ 有効回収率88.9％） 

 

③ 企業アンケート調査 

調査対象 市内企業38社 

調査方法 郵送による偶布・回収 

調査期間 令和７（2025）年９月10日（水）～令和７（2025）年９月30日（火） 

回収数・回収率 回収数：19件 有効回答数：19件（回収率50.0％ 有効回収率50.0％） 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画（案）について、市民の皆さまからのご意見を反映するため、パブリックコメントを実施し、

提出されたご意見を踏まえて最終案を取りまとめました。  
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【第２章】 

高萩市の現状 

１ 人口と世帯 

（１）人口 

本市の総人口は、平成７（1995）年の35,604人をピークに減少傾向にあり、令和２（2020）年には

27,699人となっており、25年間で約22.2％の人口減少が見られます。 

この背景には、出生数より死亡数が多い「自然減」と、転出超過による「社会減」の双方が継続して

いることがあり、特に平成16年（2004）年以降はこの傾向が顕著です。令和元（2019）年以降は年間

400人以上の減少が続き、令和４（2022）年には548人、令和５（2023）年には551人と減少幅が拡大し

ています。 

男女別では、男性・女性ともに人口減少傾向です。 

男女の割合では、昭和50（1975）年より女性がやや多い割合で推移しており、令和２（2020）年の女

性割合は50.2％となっています。 

人口減少の進行は、地域の活力や担い手の多様性確保に大きな影響を及ぼしており、男女が安心して

働き、暮らし、地域で役割を果たせる環境づくりが求められます。 

今後は、こうした人口の減少傾向を見据え、若年層や子育て世代の定着支援に加え、性別にかかわら

ず多様な人々がライフステージに応じて活躍できる社会の実現に向けた継続的な取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（昭和 50 年～令和２年）茨城県常住人口動態（令和６年 10 月１日） 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
資料：茨城県常住人口動態（各年１月１日現在）  
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（２）人口構成 

本市の年齢３区分別人口をみると、平成12（2000）年以降、年少人口と生産年齢人口の割合は減少を

続ける一方、老年人口は増加を続け、令和元（2019）年には35.5％に達し、３人に１人以上が高齢者と

なりました。 

特に2000年代から2010年代前半にかけては少子高齢化の進行が著しく、高齢者の割合は18.6％か

ら30.6％へと急速に上昇しました。その後の５年間では増加ペースはやや鈍化したものの、高止ま

りの状態が続いています。今後も年少人口と生産年齢人口の減少が進行すると見込まれ、世代間の

バランス維持が大きな課題です。 

人口ピラミッドをみると、「70～74歳」が最も多く、今後５～10年で後期高齢者が急増する見通し

であり、医療・介護体制の強化が求められます。 

また、25～29歳層は令和元（2019）年・令和６（2024）年ともに少なく、この傾向は出生数の問

題だけでなく、進学や就職等による市外流出といった社会動態の影響が大きいと考えられます。 

若年世代がライフイベントに左右されず働き続けられる環境整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（平成 12 年～令和２年）、茨城県常住人口調査（令和６年 10 月１日）、年齢不詳は除く 

 

【人口ピラミッド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：茨城県常住人口調査（令和７年１月１日）、年齢不詳は除く  
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3.6 
3.4 3.4 3.3 

3.1 
2.9 2.8 2.7 

2.5 
2.4 2.3 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和６年

（人） 【世帯数の推移】

世帯数 １世帯あたり世帯人員

155 
187 206 216 220 

187 

40 
31 

35 28 26 

19 
195 

218 
241 244 246 

206 

0

50

100

150

200

250

300

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（世帯） 【ひとり親世帯の推移】

父子世帯 母子世帯

（３）世帯数 

本市の世帯数をみると、およそ20年前の平成12（2000）年をピークに減少傾向が見られており、

令和６（2024）年には11,341世帯となっています。 

また、１世帯あたりの世帯人員（人口／世帯数）は、多世代世帯の減少や核家族化の進行、単独

世帯の増加などにより減少傾向にあります。世帯数の減少が人口減少と同じペースでは進んでおら

ず、令和６（2024）年には１世帯あたりの人員が2.3人まで減少しており、世帯構成の変化がうかが

えます。 

一方、市内におけるひとり親世帯は、令和２（2020）年には206世帯で、20年前（平成12年）に比

べるとわずかに減少しています。しかし、同期間に総人口は約２割減少しているので、総人口に占

めるひとり親世帯は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（昭和 50 年～令和２年）、：茨城県常住人口調査（令和６年 10 月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 
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141 139

114

133
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143
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103

88
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72 70
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58

46

67
60

67
58

47 46 44
52 50 47

33 36

53

39 38
33 36

42

0

20

40

60
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140

160

180

200

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

（件） 【婚姻・離婚の推移】

婚姻 離婚

２ 婚姻、出生の状況 

（１）婚姻・離婚 

本市の婚姻件数をみると、平成19（2007）年の141件以降、年により増減はあるものの、全体として減

少傾向にあり、令和に入ってからはその傾向に加速が見られ、令和６（2024）年は46件となっています。 

一方、離婚件数は年間40～50件程度で推移しており、令和元年には53件と一時的に増加したものの、

その後は概ね30～40件台で推移し、令和６（2024）年は42件となっています。 

また、未婚率の推移をみると、男女とも全体的に上昇傾向が見られ、特に、男性では30歳～34歳、女

性では25歳～29歳で大きく未婚率が上昇するなど、晩婚化・未婚化の進行がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：市民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査  

87.4%

82.9%
84.6% 84.0%

86.8%

90.5%

46.8%

56.1%

52.6%

61.0%

58.0%

63.9%

18.6%

24.2%

31.3%

36.9% 36.0% 36.5%

7.2%

13.0%

17.7%

22.7%

25.7%
26.3%

6.1% 6.0%

12.3% 15.6%

19.6%

23.4%

3.9%
5.6% 5.7%

12.7%
14.4%

19.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

92.2%

88.8% 88.6%
91.5%

89.4%

93.5%

70.2% 70.3%
68.4%

71.3% 72.1%

75.2%

39.3%

49.7%
47.2%

51.1% 51.9%

59.6%

25.6%

29.3%

37.8%
41.0% 41.5%

44.3%

19.6%
21.8%

25.7%

34.0%

36.1%

37.0%

13.1%

17.9%
20.8%

24.7%

33.5%
36.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

【未婚率の推移】（男女別・年齢別） 

【男性】                  【女性】 
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1.54 

1.42 
1.36 

1.26 
1.39 1.45 

1.33 
1.20 

1.64 

1.53 1.47 

1.32 

1.44 
1.48 

1.34 

1.22 

1.68 

1.47 1.45 
1.36 

1.30 
1.36 1.26 

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和５年

【図表 合計特殊出生率の推移】

全国 茨城県 高萩市

31.1 31.1 31.1 31.1 31.1

31.2

31.0 31.0

31.1 31.1

30.8 30.8

31.1 31.0 31.1

31.3

30.8
31.0

31.3 31.3

29.4 29.4 29.4 29.4 29.4
29.6

29.4 29.5
29.7 29.7

29.0 29.1 29.1 29.1 29.1

29.4
29.2 29.3

29.6 29.6

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（歳） 【平均初婚年齢の推移】

全国（男性） 茨城県（男性） 全国（女性） 茨城県（女性）

（２）平均初婚年齢 

全国の平均初婚年齢は、男性ではほぼ横ばいとなっていますが、女性では、上昇傾向となっています。 

一方、茨城県の平均初婚年齢は、男女とも増加傾向となっています。平成26（2014）年には男女

とも全国を下回っていましたが、令和５（2023）年には男性は全国を上回り、女性は全国とほぼ同

等になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

（３）出生率 

合計特殊出生率の推移をみると、全国および茨城県では、平成17（2005）年頃まで減少が続いた

後、平成22（2010）年から平成27（2015）年にかけて1.39～1.48程度まで回復しました。しかし、

その後は再び低下傾向となり、令和５（2023）年には全国1.20、茨城県1.22となっています。 

本市においても、平成２（1990）年の1.68をピークに低下が続き、平成22（2010）年には1.30ま

で下がりました。その後、平成27（2015）年には1.36まで一時的に回復したものの、令和２（2020）

年には1.26、令和５（2023）年には1.22となるなど、引き続き低い水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計 

「合計特殊出生率」とは：人口に対して生まれた子どもの数を表す指標の一つ。その年次の15歳から49歳までの女性

の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むとしたときの

子どもの数に相当。  
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10,833 
10,117 

9,098 
8,325 

7,840 
7,030 

6,626 6,442 6,241 
5,834 5,712 

5,279 

75.7%
70.4%

66.0% 63.1%

60.9% 57.3%

44.1% 42.7% 42.5% 41.6% 42.7% 42.5%

95.2%
92.1% 89.7% 87.5% 86.7%

84.0%

55.9%
59.0%

61.4% 64.4%

67.8% 70.5%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

3,000
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9,000

12,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人） 【就業者数と就業率の推移（男女別）】

就業者数（男性） 就業者数（女性） 就業率（男性）

就業率（女性） 25～44歳就業率（男性） 25～44歳就業率（女性）

３ 就業の状況 

（１）就業者数と就業率 

就業者数の推移をみると、男性の就業者数は令和２（2020）年時点で7,030人となり、生産年齢人

口の減少や高齢化に伴い、平成７（1995）年と比較して3,803人減少しています。 

一方、女性の就業者数は令和２（2020）年時点で5,279人となり、平成７（1995）年と比較すると

減少はしているものの、1,347人の減少にとどまっています。 

また、25～44歳の就業率をみると、男性の就業率が以前は９割以上であったものが徐々に減少し、

令和２（2020）年時点で84.0％となっています。 

一方、女性の就業率は年々上昇し、令和２（2020）年時点では70.5％に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 
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10.8%

71.7%

80.1%
80.9% 86.7% 86.6% 87.0%
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【年齢別就業率（男性）】

2010年 2015年 2020年

17.3%

66.5%

72.6%
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【年齢別就業率（女性）】

2010年 2015年 2020年

本市の就業率を男女別・年齢別（５歳階級別）にみると、男性では、30～34歳を中心に各年齢層

で就業率が低下しており、特に30代から40代前半では平成22（2010）年と比較して令和２（2020）

年の就業率が大きく低下しています。 

一方、高年齢者雇用安定法の改正により就業機会が確保されたこともあり、60～64歳では平成22

（2010）年の65.9％から令和２（2020）年の74.5％へと上昇するなど、60歳代前半の就業率が高ま

っています。 

女性では、20代後半から60代前半の各年齢層において就業率が上昇しており、平成22（2010）年

と比較すると多くの層で就業率が伸びています。また、子育て期と重なる 30～34歳での就業率の一

時的な低下（いわゆるＭ字カーブ）は、平成22（2010）年時点の61.3％から令和２（2020）年には

66.0％となるなど、20年前と比べてその落ち込みが緩和しており、働く女性の割合が増加している

状況がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

※「Ｍ字カーブ」とは：女性の労働力人口比率（労働力率、労働参加率）又は就業率を年齢階級別にグラフ化したと

き、30歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になること。  



12 

 

7.1%

6.0%

5.4%

4.0%

3.4%

2.5%

29.3%

27.5%

24.1%

22.9%

23.0%

22.6%

63.6%

66.4%

70.5%

73.1%

73.6%

75.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和２年

【産業別就業割合（女性）】
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44.0%
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45.9%
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【産業別就業割合（男性）】

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（２）産業別就業割合 

本市の産業別就業割合を男女別にみると、男性では第２次産業就業割合が最も高く、令和２

（2020）年時点において50.9％となっており、次いで第３次産業が45.9％、第１次産業が3.3％とな

っています。 

一方、女性では第３次産業の割合が最も高く、年々増加して令和２（2020）年時点において

75.0％に達しており、第２次産業・第１次産業割合は減少して第２次産業22.6.％、第１次産業

2.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
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４ 政策・方針決定過程への参画状況 

（１）意思決定過程における女性の参画状況 

本市の審議会・行政委員会等における女性委員の割合は、平成30年度以降、審議会等では24.0％

から24.4％、行政委員会等では9.1％から14.8％へ推移しています。 

 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

審議会等 24.0% 24.1% 25.5% 25.5% 24.5% 24.5% 23.5% 24.4% 

行政委員会等 9.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 14.8% 

 
資料：環境市民協働課 

 

（２）市職員における女性管理職の状況 

本市一般管理職員（課長補佐相当職以上）における女性の割合をみると、平成30年度の25.3％か

ら上昇し、令和７年度時点で31.1％となっています。 

政府は女性活躍推進に向けて、「男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要であ

る意思決定過程への女性の参画を一層加速するため、「30％目標」の達成と、その先の、誰もが性別

を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会に向け、国際

的水準も意識しつつ、ポジティブ・アクションも含め、人材登用・育成を強化する必要。」としてお

り、その実現に向けて本市も更なる取組が必要となっています。 

 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

女性管理職の割合 25.3% 25.9% 28.0% 24.1% 30.6% 25.8% 29.2% 31.1% 

 
資料：総務課 
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8.2%

6.4% 6.4%
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7.9% 7.8%
8.2% 7.9%
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9.0%

12.0%

15.0%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

【高萩市の検診受診率（子宮頸がん・乳がん）】

子宮頸がん 乳がん

５ 健診受診率 

国の男女共同参画基本計画では、女性の心身に大きな影響を及ぼす社会的要因と疾患との関連を

明らかにし、女性の生涯にわたる健康を維持するための保健医療の在り方を強化していくことが示

されています。 

特に、科学的知見に基づき、女性の負担にも偶慮した乳がん検診の推進や、子宮頸がん・乳がん

検診の受診率向上に向けた取組を進めることが明記されています。 

本市における受診率は、子宮頸がん検診では6.0～8.2％、乳がん検診では7.6～8.2％の範囲で推

移しており、今後も一層の受診の普及が必要です。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

資料：統計たかはぎ 
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21.4%

26.9%

23.7%

28.0%

19.8%

26.0%

33.0%

37.4%

36.5%

38.3%

31.0%

37.9%

32.6%

28.3%

27.3%

28.8%

36.0%

27.8%

11.9%

6.0%

11.2%
4.2%

12.3%

7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

ゆとりがある ややゆとりがある あまりゆとりがない まったくゆとりがない 無回答

2.8%

3.5%

5.3%

4.2%

15.0%

23.2%

15.1%

27.3%

14.8%

20.5%

21.6%

23.9%

21.4%

24.2%

22.0%

23.9%

53.5%

40.5%

49.0%

37.9%

56.5%

43.4%

6.1%

8.1%

7.9%

6.1%
5.0%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

同感する どちらかといえば同感する どちらかといえば同感しない

同感しない わからない 無回答

６ 市民の意識 

（１）市民アンケートの主な結果 

① 「男性は仕事、女性は家庭」という考えがありますが、あなたはこの考えに同感しますか。 

「男性は仕事、女性は家庭」という考え方には同感するかでは、「同感しない」が53.5％と最も多

く、次いで「どちらかといえば同感しない」が21.6％、「どちらかといえば同感する」が15.0％とな

っています。 

経年比較を男女別に見ますと、「同感しない」と「どちらかといえば同感しない」を合わせた『同

感しない（計）』が男性で8.3ポイント、女性で11.2ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② あなたは日々の生活の中で「時間的」ゆとりがありますか。 

日々の生活の中で「時間的」ゆとりがあるかでは、「ややゆとりがある」が33.0％と最も多いが、 

「あまりゆとりがない」が 32.6％と非常に僅差でした。 

前回調査と比較すると、それぞれを合わせた『ゆとりがある（計）』と『ゆとりがない（計）』の差

が、30.0 ポイントから 9.9 ポイントとゆとりがない方へシフトしており、近年の物価上昇や世界の情

勢等の社会問題が反映していると思われます。 
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③ 次にあげるような家事等を主に誰が分担していますか。 

家事の分担について「夫(パートナー)」では、『(５)ゴミ捨て』が27.5％と最も多く、次いで、

『(４)食事の後片付け、食器洗い』が6.4％、『(２)洗濯』が4.0％となっています。 

「妻(パートナー)」では、『(３)食事のしたく』が56.2％と最も多く、次いで、『(２)洗濯』が

49.4％、『(１)掃除』が43.2％となっています。 

「夫婦(パートナー)一緒に」では、『(６)育児・介護(対象者がいる方のみ)』が32.1％と最も多く、

次いで、『(４)食事の後片付け、食器洗い』が18.9％、『(１)掃除』が18.7％となっています。 

「家族全員」では、『(１)掃除』が26.5％と最も多く、次いで、『(４)食事の後片付け、食器洗い』

が25.8％、『(２)洗濯』が22.6％となっています。 

「その他の人」では、『(５)ゴミ捨て』が7.8％と最も多く、次いで、『(２)洗濯』が6.1％、『(４)

食事の後片付け、食器洗い』が5.5％となっています。 

また「わからない」では、『(１)掃除』が0.7％と最も多く、次いで、『(３)食事のしたく』、『(５)

ゴミ捨て』がともに0.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4%

4.0%

1.5%

6.4%

27.5%

2.7%

43.2%

49.4%

56.2%

40.0%

21.5%

25.0%

18.7%

14.7%

11.1%

18.9%

17.1%

32.1%

26.5%

22.6%

22.4%

25.8%

22.4%

18.8%

5.1%

6.1%

5.4%

5.5%

7.8%

4.5%

0.7%

0.5%

0.6%

0.5%

0.6%

0.4%

2.3%

2.7%

2.8%

2.9%

3.1%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(１)掃除（n=818）

(２)洗濯（n=818）

(３)食事のしたく（n=818）

(４)食事の後片付け、食器洗い（n=818）

(５)ゴミ捨て（n=818）

(６)育児・介護(対象者がいる方のみ)（n=224）

夫(パートナー) 妻(パートナー) 夫婦(パートナー)一緒に

家族全員 その他の人 わからない

無回答
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3.3%

2.9%

6.6%

3.1%

11.0%

12.5%

14.8%

21.6%

7.7%

6.0%

33.0%

31.7%

32.9%

33.3%

33.1%

30.9%

32.4%

25.0%

25.0%

20.1%

38.3%

29.4%

7.9%

14.0%

6.9%

11.4%

8.7%

15.3%

10.9%

10.1%

11.8%

8.0%

10.0%

10.9%

1.5%

3.9%

3.0%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

「仕事」に専念したい
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先したい
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」と「仕事」を両立したい
「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先したい
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」に専念したい
よくわからない
無回答

11.4%

13.1%

17.4%

18.2%

7.7%

9.9%

28.5%

23.5%

34.9%

31.8%

24.1%

18.4%

16.0%

12.0%

12.8%

11.7%

18.7%

12.5%

15.0%

10.5%

9.5%

8.0%

18.1%

12.7%

14.1%

24.7%

8.9%

15.5%

18.1%

29.9%

13.3%

11.7%

14.5%

11.7%

11.9%

11.2%

1.7%

4.5%

3.0%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

「仕事」に専念している
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先している
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」と「仕事」を両立している
「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先している
「家庭生活」又は「地域・個人の生活」に専念している
よくわからない
無回答

⑤ 「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の状況について、理想はどうあるべきだと思いま

すか。また、現実はどうですか。 

 

【理想】 

理想は、『「家庭生活」又は「地域・個人の生活」と「仕事」を両立したい』が33.0％と最も多く、

次いで、『「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先したい』が32.4％、

『「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先したい』が11.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現実】 

現実では「『「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先している』が

28.5％と最も多く、次いで、『「家庭生活」又は「地域・個人の生活」と「仕事」を両立している』

が16.0％、『「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先している』が

15.0％となっています 
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50.6%

58.9%

47.7%

52.3%

52.8%

64.2%

21.1%

13.7%

26.0%

18.6%

18.5%

10.6%

22.6%

18.8%

21.7%

19.3%

23.3%

18.2%

3.9%

6.8%

3.6%

7.2%

3.5%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている 平等 わからない 無回答

⑥ 職場において一般的には男性と女性のどちらが優遇されていると思いますか。 

職場における男性と女性の優遇について、「男性の方が優遇されている」では、『(２)賃金、昇進、

昇格』が55.3％と最も多く、次いで、『(３)能力の評価』が37.3％、『(８)経験を積むための転勤や

異動』が36.2％となっています。 

「女性の方が優遇されている」では、『(６)育児・介護休暇の取得のしやすさ』が50.6％と最も多

く、次いで、『(５)年次休暇の取得のしやすさ』、『(７)結婚や子の誕生後の就業継続』がともに

15.9％となっています。 

「平等」では、『(５)年次休暇の取得のしやすさ』が60.0％と最も多く、次いで、『(４)研修の機

会や内容』が50.2％、『(３)能力の評価』が35.3％となっています。 

「わからない」では、『(８)経験を積むための転勤や異動』が35.0％と最も多く、次いで、『(７)

結婚や子の誕生後の就業継続』が28.4％、『(１)採用時の条件』が25.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）育児・介護休暇の取得のしやすさの年次・男女比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.7%

55.3%

37.3%

22.7%

4.2%

1.7%

28.1%

36.2%

2.0%

0.6%

1.1%

1.6%

15.9%

50.6%

15.9%

2.8%

35.0%

23.8%

35.3%

50.2%

60.0%

21.1%

24.7%

23.2%

25.4%

18.2%

23.7%

22.6%

17.4%

22.6%

28.4%

35.0%

2.9%

2.1%

2.6%

2.8%

2.6%

3.9%

2.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(１)採用時の条件（n=818）

(２)賃金、昇進、昇格（n=818）

(３)能力の評価（n=818）

(４)研修の機会や内容（n=818）

(５)年次休暇の取得のしやすさ（n=818）

(６)育児・介護休暇の取得のしやすさ（n=818）

(７)結婚や子の誕生後の就業継続（n=818）

(８)経験を積むための転勤や異動（n=818）

男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
平等 わからない
無回答
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46.6%

51.0%

18.2%

33.3%

48.6%

52.2%

18.2%

10.2%

9.1%

20.8%

10.9%

28.4%

28.6%

54.5%

66.7%

25.0%

26.1%

6.8%

10.2%

18.2%

5.6%

10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=83）

【前回】全体（n=49）

【今回】男性（n=11）

【前回】男性（n=3）

【今回】女性（n=72）

【前回】女性（n=46）

相談した 相談できなかった 相談しなかった 無回答

10.8%

7.4%

3.6%

15.0%

11.9%

84.6%

86.2%

91.4%

91.7%

81.1%

81.8%

2.9%

4.2%

4.5%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】全体（n=818）

【前回】全体（n=665）

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

ある ない わからない 無回答

⑦ 偶者者（元偶者者を含む）や恋人から暴力を受けたことはありますか。 

「ある」が10.8％に対し、「ない」が84.6％となっています。また「わからない」が1.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ あなたは、⑦ようなことを周囲の人が受けているのを見聞きしたことはありますか。 

偶者者（元偶者者を含む）や恋人から暴力を周囲の人が受けているのを見聞きしたこと

はあるかについては、「ある」が 22.9％に対し、「ない」が 66.1％となっています。 

また「わからない」が 9.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ あなたは、ＤＶを受けたことを誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか。 

偶者者（元偶者者を含む）や恋人から受けた暴力を誰かに打ち明けたり、相談したりしたかにつ

いては、「相談した」が46.6％と最も多く、次いで、「相談しなかった」が28.4％、「相談できなかっ

た」が18.2％となっています。 

  

ある

10.8%

ない

84.6%

わからない

1.7%

無回答

2.9%
ｎ＝818

ある

22.9%

ない

66.1%

わからない

9.3%

無回答

1.6%

n=706

相談した

46.6%

相談できな

かった

18.2%

相談しな

かった

28.4%

無回答

6.8%

ｎ＝88
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⑩ あなたが相談した人（場所）を教えてください。 

相談した人（場所）については、「周囲の人（家族や親戚、友人、知人など）」が 39 件と最も

多く、次いで、「民間の専門機関（弁護士や医師・カウンセラーなど）」が６件、「警察」が５件

となっています。 

 

  （上段：度数、下段：比率）

周
囲
の
人
（

家
族

や
親
戚
、

友
人
、

知
人
な
ど
）

公
的
機
関
（

警
察

以
外
の
役
所
の
相

談
窓
口
や
偶
者
者

暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー

な
ど
）

警
察

民
間
の
相
談
機
関

（

N
P
O
な
ど
）

民
間
の
専
門
機
関

（

弁
護
士
や
医

師
・
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー

な
ど
）

そ
の
他

無
回
答

回
答
者
数

非
該
当

39 1 5 1 6 0 0 41 777

95.1% 2.4% 12.2% 2.4% 14.6% 0.0% 0.0%

2 0 0 0 0 0 0 2 302

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 1 263

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

33 1 5 1 5 0 0 35 446

94.3% 2.9% 14.3% 2.9% 14.3% 0.0% 0.0%

24 1 0 0 4 0 0 24 361

100.0% 4.2% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 7

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 1 46

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 1 3 0 3 0 0 9 112

100.0% 11.1% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

13 0 2 1 2 0 0 15 205

86.7% 0.0% 13.3% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0%

9 0 0 0 1 0 0 9 174

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 1 138

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0 0 0 0 0 0 3 56

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 1 30

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10代

20代

30代

40代

70代

80代以上

全体

性

別
（

経

年

比

較
）

年
代
別 50代

60代

【今回】男性

【今回】女性

【前回】女性

【前回】男性
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⑪ 各分野においての男女の地位の平等について 

各分野においての男女の地位の平等について「男性の方が優遇されている」、「どちらかといえば

男性の方が優遇されている」を合わせた『男性の方が優遇されている(計)』では、『(４)政治の場』

が71.2％と最も多く、次いで、『(８)社会全体』が58.1％、『(６)社会通念、慣習など』が54.8％と

なっています。 

対して「どちらかといえば女性の方が優遇されている」、「女性の方が優遇されている」を合わせ

た『女性の方が優遇されている(計)』では、『(１)家庭生活』が11.5％と最も多く、次いで、『(７)

法律や社会制度』が5.3％、『(３)学校教育の場』、『(８)社会全体』がともに4.3％となっています。 

「平等である」では、『(３)学校教育の場』が54.4％と最も多く、次いで、『(１)家庭生活』が

29.2％、『(７)法律や社会制度』が27.5％となっています。 

また「わからない」では、『(５)地域活動(町内会・NPOなど)』が23.5％と最も多く、次いで、

『(３)学校教育の場』が23.1％、『(７)法律や社会制度』が21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会全体を男女別に見ますと、男女ともに減少しており、特に男性で『男性の方が優遇されてい

る(計)』が30.9ポイント減少しています。 

 

（８）社会全体 男女比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.1%

18.0%

3.5%

34.0%

12.0%

19.3%

15.4%

17.6%

30.1%

35.9%

9.9%

37.2%

30.3%

35.5%

26.0%

40.5%

29.2%

25.3%

54.4%

9.5%

27.1%

17.6%

27.5%

15.8%

8.4%

2.7%

3.1%

1.2%

1.8%

1.3%

3.7%

2.6%

3.1%

1.1%

1.2%

0.1%

0.9%

0.7%

1.6%

1.7%

13.2%

12.8%

23.1%

14.1%

23.5%

21.5%

21.6%

17.7%

4.9%

4.2%

4.8%

3.9%

4.4%

4.0%

4.2%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(１)家庭生活（n=818）

(２)職場（n=818）

(３)学校教育の場（n=818）

(４)政治の場（n=818）

(５)地域活動(町内会・NPOなど)（n=818）

(６)社会通念、慣習など（n=818）

(７)法律や社会制度（n=818）

(８)社会全体（n=818）

男性の方が優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等である
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている
わからない
無回答

13.2%

11.0%

20.0%

23.9%

33.6%

66.7%

44.7%

57.9%

23.0%

11.4%

11.6%

5.5%

4.6% 4.6%

16.8%

5.7%

18.7%

9.6%

4.3%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回】男性（n=304）

【前回】男性（n=264）

【今回】女性（n=481）

【前回】女性（n=385）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている わからない
無回答
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（２）中学生アンケートの結果 

① 以下の考え方について、どのように考えていますか。 

考え方について「とてもそう思う」、「やや思う」を合わせた『思う(計)』では、『⑪女性は、男性

と同じように社会のなかでリーダーシップをとれる』が89.2％と最も多く、次いで、『⑩男性でも、 

女性と同じように子どもの世話ができる』が86.9％、『⑧学校のなかで、女性は男性と平等に扱われ

ている』が73.8％となっています。 

対して「あまり思わない」、「まったく思わない」を合わせた『思わない(計)』では、『⑥代表委員、

生徒会長は男子に向いている』が87.5％と最も多く、次いで、『⑦家族の栄養バランスを考えるのは

女性の役目だ』が85.2％、『①「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方はよい』が82.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－１ 

「『男性は仕事、女性は家事・育児』という考え方は良い」 

男女で比較しますと、男子では「あまり思わない」「まったく思わない」が約７割、女子では９割

弱が同意しないという回答が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4%

4.8%

6.0%

2.4%

13.7%

1.2%

1.8%

26.8%

8.3%

55.4%

57.1%

7.7%

13.7%

32.7%

26.8%

14.3%

36.9%

9.5%

10.7%

47.0%

32.7%

31.5%

32.1%

39.3%

47.0%

45.8%

47.0%

35.7%

28.6%

42.3%

43.5%

15.5%

44.0%

7.7%

6.0%

35.7%

35.1%

14.9%

18.5%

45.2%

18.5%

45.2%

41.7%

7.7%

12.5%

2.4%

3.0%

15.5%

1.8%

1.8%

1.8%

2.4%

2.4%

1.8%

2.4%

3.0%

2.4%

3.0%

1.8%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方はよい（n=168）

②男性は家族を支えるため、仕事を中心に生活した方がよい（n=168）

③女性は、出産したら仕事をやめて子育てに専念した方がよい（n=168）

④自分は(男・女)だから、(男らしく・女らしく)しなければならない（n=168）

⑤男子が得意な科目・女子が得意な科目がある（n=168）

⑥代表委員、生徒会長は男子に向いている（n=168）

⑦家族の栄養バランスを考えるのは女性の役目だ（n=168）

⑧学校のなかで、女性は男性と平等に扱われている（n=168）

⑨社会のなかで、女性は男性と平等に扱われている（n=168）

⑩男性でも、女性と同じように子どもの世話ができる（n=168）

⑪女性は、男性と同じように社会のなかでリーダーシップをとれる（n=168）

⑫家事（炊事・洗濯・掃除など）は男性より女性の方が得意だ（n=168）

とてもそう思う やや思う あまり思わない まったく思わない 無回答

3.9%

16.9%

11.6%

50.6%

44.2%

26.0%

41.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男子（n=77）

女子（n=86）

とてもそう思う やや思う あまり思わない まったく思わない 無回答
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①－２ 自分は(男・女)だから、(男らしく・女らしく)しなければならない 

男女で比較しますと、男子のほうが性別による固定的な考え方を肯定する割合が高く、性別に応

じた振る舞いを求められるという意識が強くみられました。女子では「あまり思わない」「まったく

思わない」が９割弱を占め、男子と比較して性別による固定的な考え方にとらわれない回答が多く

なっていました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

①－３ 学校のなかで、女性は男性と平等に扱われている 

男女差はほぼありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－４ 社会のなかで、女性は男性と平等に扱われている 

男女差で見ますと、男子の方が女子に比べて男女が平等に扱われていないと感じている様子が伺

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2%

20.8%

9.3%

33.8%

37.2%

37.7%

51.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男子（n=77）

女子（n=86）

とてもそう思う やや思う あまり思わない まったく思わない 無回答

28.6%

26.7%

45.5%

47.7%

15.6%

14.0%

6.5%

9.3%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男子（n=77）

女子（n=86）

とてもそう思う やや思う あまり思わない まったく思わない 無回答

5.2%

11.6%

28.6%

36.0%

50.6%

37.2%

11.7%

14.0%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男子（n=77）

女子（n=86）

とてもそう思う やや思う あまり思わない まったく思わない 無回答
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② あなたの家庭では、家事（炊事・洗濯・掃除など）を主に担当しているのは誰ですか。 

家庭で家事（炊事・洗濯・掃除など）を主に担当しているの人については、「母」が91.7％と最も

多く、次いで、「父」が39.9％、「自分」が20.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ あなたの家庭では、子育てを主に担当しているのは誰ですか。 

家庭で子育て（あなたやきょうだいを育てること）を主に担当している人については、「母」が

92.3％と最も多く、次いで、「父」が54.8％、「祖母」が14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91.7%

39.9%

13.7%

2.4%

6.0%

3.0%

20.2%

3.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母

父

祖母

祖父

姉

兄

自分

その他

無回答

(n=168)

92.3%

54.8%

14.3%

5.4%

1.8%

1.8%

3.6%

1.8%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母

父

祖母

祖父

姉

兄

自分

その他

無回答

(n=168)
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（３）企業アンケートの結果 

① 女性の活躍等に関する各社の見解や担当者の意見について 

「①女性の活躍は会社の「利益」に貢献する」では、「そう思う（16件）」と「どちらかといえば

そう思う（２件）」を合わせた『そう思う（計）』が18件となっています。また、『わからない』が１

件となっています。 

「②女性の活躍は会社の「成長」に貢献する」では、「そう思う（16件）」と「どちらかといえば

そう思う（２件）」を合わせた『そう思う（計）』が18件となっています。また、『わからない』が１

件となっています。 

「③近隣の他の事業所における女性活躍の取組に興味がある」では、「そう思う（３件）」と「ど

ちらかといえばそう思う（13件）」を合わせた『そう思う（計）』が16件となっており、「どちらかと

いえばそう思わない（２件）」と「そう思わない（１件）」を合わせた『そう思わない（計）』が３件

となっています。 

「④近隣の他の事業所と交流（同業種、異業種）を図りたい」では、「そう思う（２件）」と「ど

ちらかといえばそう思う（10件）」を合わせた『そう思う（計）』が12件となっており、「どちらかと

いえばそう思わない（４件）」と「そう思わない（３件）」を合わせた『そう思わない（計）』が７件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目（度数） そう思う
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば
そう思わ
ない

そう思わ
ない

わからな
い

無回答 合計

①女性の活躍は会社の「利益」に貢献する 16 2 0 0 1 0 19

②女性の活躍は会社の「成長」に貢献する 16 2 0 0 1 0 19

③近隣の他の事業所における女性活躍の取組に興味がある 3 13 2 1 0 0 19

④近隣の他の事業所と交流（同業種、異業種）を図りたい 2 10 4 3 0 0 19

項目（構成比） そう思う
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば
そう思わ
ない

そう思わ
ない

わからな
い

無回答 合計

①女性の活躍は会社の「利益」に貢献する（n=19） 84.2% 10.5% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 100.0%

②女性の活躍は会社の「成長」に貢献する（n=19） 84.2% 10.5% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 100.0%

③近隣の他の事業所における女性活躍の取組に興味がある（n=19） 15.8% 68.4% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0% 100.0%

④近隣の他の事業所と交流（同業種、異業種）を図りたい（n=19） 10.5% 52.6% 21.1% 15.8% 0.0% 0.0% 100.0%

84.2%

84.2%

15.8%

10.5%

10.5%

10.5%

68.4%

52.6%

0.0%

0.0%

10.5%

21.1%

0.0%

0.0%

5.3%

15.8%

5.3%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①女性の活躍は会社の「利益」に貢献する（n=19）

②女性の活躍は会社の「成長」に貢献する（n=19）

③近隣の他の事業所における女性活躍の取組に興味がある

（n=19）

④近隣の他の事業所と交流（同業種、異業種）を図りたい

（n=19）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答
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② 貴社では、女性活躍を事業活動において重視していますか 

女性活躍を事業活動で重視しているかについては、「重視している」が15件に対し、「重視してい

ない」が４件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－１ 女性活躍を重視する理由は何ですか。 

女性活躍を重視する理由については、「優秀な人材の確保・定着」「職場の活性化による労働意欲

の向上」がともに11件と最も多く、次いで、「新商品・サービス開発に多様な視点が必要」が８件と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 度数 構成比

重視している 15 78.9%

重視していない 4 21.1%

無回答 0 0.0%

合計 19 100.0%

重視している

78.9%

重視して

いない

21.1%

無回答

0.0%

73.3%

73.3%

53.3%

46.7%

26.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

優秀な人材の確保・定着

職場の活性化による労働意欲の向上

新商品・サービス開発に多様な視点が必要

企業業績の向上に資するものである

企業のイメージアップ

法に基づく義務

その他

無回答

項目 度数 比率

優秀な人材の確保・定着 11 73.3%

職場の活性化による労働意欲の向上 11 73.3%

新商品・サービス開発に多様な視点が必要 8 53.3%

企業業績の向上に資するものである 7 46.7%

企業のイメージアップ 4 26.7%

法に基づく義務 0 0.0%

その他 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 15

非該当 4

合計 19
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40.9%

25.0%

57.6%

83.3%

57.3%

27.3%

14.3%

9.1%

12.5%

14.5%

31.8%

57.1%

18.2%

2.1%

22.9%

3.6%

15.2%

2.1%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標４ 高萩に誇りをもち地域で活躍できる

（評価件数22）

基本目標３ 多様な働き方を選択し活躍できる

【女性活躍推進計画】（評価件数28）

基本目標２ 新たなライフスタイルを確立できる

（評価件数33）

基本目標１ 尊重され自分らしい生き方を実現できる

（評価件数48）

全体

（評価件数131）

Ａ 順調に進んでいる Ｂ 進んでいるが問題がある Ｃ ほとんど進んでいない Ｅ その他

７ 第３次高萩市男女共同参画プランの評価 

（１）プラン全体の施策・事業の実施状況 

第３次プランの施策数は90施策で、評価件数は131事業となっています。 

全体として、Ａ評価の「とても・概ね順調に進んでいる」は57.3％であり、多くの取組が一定の成

果を挙げています。一方で、Ｂ評価の「進んでいるが問題がある」は14.5％となっており、進捗はあ

るものの改善すべき課題が存在する取組も少なくありません。 

またＣ評価の「ほとんど進んでいない」は22.9％となり、分野間で到達度に差があることが明らか

となりました。 

 

 

 

Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

基本目標１ 尊重され自分らしい生き方を実現できる 31 48 40 6 1 1 

基本目標２ 新たなライフスタイルを確立できる 21 33 19 3 6 5 

基本目標３ 
多様な働き方を選択し活躍できる 

【女性活躍推進計画】 
18 28 7 4 16 1 

基本目標４ 高萩に誇りをもち地域で活躍できる 20 22 9 6 7 0 

 合計 90 131 75 19 30 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｄ評価（事業が完了している）は回答０件 

 

 

 

  



28 

 

（２）基本目標毎の実施状況 

①基本目標１ 尊重され自分らしい生き方を実現できる 

基本目標１では、男女共同参画に関する講座や研修、啓発事業が継続的に実施され、市民の意識づ

くりや理解促進につながってきました。 

市報やホームページ等を通じた情報発信や、ロールモデルの紹介についても、目標値を達成するな

ど、取組は着実に進められています。 

評価結果としては、Ａ評価が40件で、取組は概ね順調に進んでいる状況でした。一方で、Ｂ評価は

６件、Ｃ評価は１件、Ｅ評価が１件となっており、一部には課題が残る取組もみられました。 

施策別では、「男女共同参画意識の改革、理解促進」でＡ評価18件、「多様な生き方を可能とする環

境づくり」でＡ評価13件、「男女の人権の尊重と暴力の根絶」でＡ評価９件が付され、いずれも一定の

成果が確認されました。 

今後は、広報・啓発活動において、若年層や働く世代など幅広い世代に効果的に届けるための発信

方法の工夫が求められています。 

また、一部の取組については情報提供にとどまっていることから、実施方針を整理することで、よ

り効果的な展開につなげていくことが必要とされています。 

 

 

Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

基本目標１ 尊重され自分らしい生き方を実現できる 31 48 40 6 1 1 

基本施策１ 男女共同参画意識の改革、理解促進 15 22 18 4 0 0 

基本施策２ 多様な生き方を可能とする環境づくり 9 15 13 2 0 0 

基本施策３ 
男女の人権の尊重と暴力の根絶 

【ＤＶ対策基本計画】 
7 11 9 0 1 1 

 

成果指標の達成状況については、「『男性は仕事、女性は家庭』という考えに同感しない市民の割合」で

は、男性70.4％、女性78.5％となり、いずれも目標値には届いていませんが、上昇しています。 

「広報紙やホームページでのロールモデルの紹介数」について目標値10件（累計）に対し評価値13件

となっており、目標を上回る実績が得られています。 

「ＤＶを受けたことがある人のうち、自分以外の人や機関等に相談をした市民の割合」は46.6％で、

相談をした市民割合が下がっており、また、アンケート結果では男女差があり、女性が5割を超えて相

談しているのに対し、男性は2割弱程度にとどまっていました。 

 

基本目標１「尊重され自分らしい生き方を実現できる」 成果目標達成状況 

項目 
現状値 

（計画時） 
目標値 評価値 

「男性は仕事、女性は家庭」という考えに同感しない市民の割合（「同感しない」

「どちらかといえば同感しない」の合計） 

男性 62.1％ 

女性 67.3％ 
75％ 

男性 70.4％ 

女性 78.5％ 

広報紙やホームページでのロールモデルの紹介数 ０件 10件（累計） 13件 

ＤＶを受けたことがある人のうち、自分以外の人や機関等に相談をした市民の割合 51.0％ 70％ 46.6％   
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②基本目標２ 新たなライフスタイルを確立できる 

基本目標２では、男女共同参画の視点を踏まえて実施されたかという点に着目した評価が行われ、

Ａ評価が19件、Ｂ評価は３件、Ｃ評価は６件、Ｅ評価が５件となっています。 

施策別にみると、「家庭生活における男女共同参画の推進」でＡ評価３件、「子育てにおける男女

共同参画の推進」でＡ評価11件、「介護における男女共同参画の推進」でＡ評価５件となっており、

いずれの分野においても一定の成果が確認されました。 

介護保険事業等については、事業の性質上、健康づくりや介護予防といった本来の目的が中心と

なるため、男女共同参画の視点が直接的に表れにくい分野でもあります。 

そのため、男女がともに家事や介護を担う意識づくりと結びつけるためには、事業の目的を損な

わずに、関連する場面で男女共同参画の視点を補完的に取り入れていく工夫が求められます。 

今後は、育児や介護を男女がともに担う社会づくりに向けて、各事業の特性に応じた形で、意識

啓発や情報提供を進めていくことが期待されます。 

また、福祉センターに設置されているつどいの広場を中心に親子交流は活発に行われていること

から、こうした既存の基盤を生かし、子育て講座等への展開を図っていくことが求められています。 

事業自体は継続して実施されていることから、今後は周知方法や情報提供の工夫を図り、企業や

働く世代にとってより活用しやすい形で制度を伝えていく取組が求められます。 

また、病児・病後児保育の拡充など制度整備が進められている点が評価される一方、利用しづら

さや受入枠の不足が指摘されるなど、整備状況と利用者の実感との間に差がみられました。 

今後は、利用状況やニーズの把握を進めるとともに、利用者の声を踏まえた子育て環境全体の整

備を段階的に進めていくことが期待されます。 

 

 Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

基本目標

２ 

新たなライフスタイルを確立で

きる 
21 33 19 3 6 5 

基本施策１ 
家庭生活における男女共同参画の推

進 
5 8 3 2 0 3 

基本施策２ 子育てにおける男女共同参画の推進 10 17 11 1 3 2 

基本施策３ 介護における男女共同参画の推進 6 8 5 0 3 0 

 

成果目標の達成状況については、「家庭生活において男女が『平等である』と感じる市民の割合」

が男性37.2％、女性24.7％で、目標値には届いていませんが、数値の上昇は見られています。 

「市男性職員の育児参加による休暇取得割合」については目標値（50％）を達成しています。 

「いきいきサポーター（介護サポーター）の登録者数」は31人となっており、目標値（70人）に

は達していません。 

 

基本目標２「新たなライフスタイルを確立できる」 成果目標達成状況 

項目 
現状値 

（計画時） 
目標値 評価値 

家庭生活において男女が「平等である」と感じる市民の割合 
男性 34.8％ 

女性 22.3％ 
50％ 

男性 37.2％ 

女性 24.7％ 

市男性職員の育児参加による休暇取得割合 12.5% 50％ 50％ 

いきいきサポーター（介護サポーター）の登録者数 40 人 70 人 31人 
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③基本目標３「多様な働き方を選択し活躍できる」 

基本目標３では、Ａ評価は７件となり、取組の進捗がみられた事業もある一方で、Ｃ評価が16件

と半数以上を占めており、取組が十分に進んでいない事業が多い結果となりました。 

介護や保育の制度の安定運営・拡充、求人情報の提供や再就職支援などについては、着実に取組

が進められており、Ａ評価がみられました。一方で、男女間格差の是正に向けた啓発については、

事業の周知が中心となるなど取り組める範囲が限られたことから、控えめな評価となりました。 

また、多様な働き方を可能にする環境づくりに関しても、事業の周知や窓口案内などの情報提供

が中心となり、市としてどのように企業や関係団体へ働きかけていくか、具体的なアプローチの検

討が今後の課題として挙げられています。 

茨城県が行う研修情報や表彰制度の紹介など一定の取組は行われているものの、企業との連携や

女性のキャリア形成を支援するための仕組みづくりについても、引き続き工夫の余地があります。 

これらを踏まえ、今後は情報提供を基盤としつつ、関係団体との連携強化や企業への働きかけの

方法を整理し、より実効性のある支援へと発展させていくことが期待されます。 

 

 Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

基本目標３ 
多様な働き方を選択し活躍できる 

【女性活躍推進計画】 
18 28 7 4 16 1 

基本施策１ 
雇用等における男女共同参画と 

仕事と生活の調和 
8 15 2 1 11 1 

基本施策２ 多様な働き方を可能にする環境づくり 5 7 4 0 3 0 

基本施策３ 
仕事における女性の活躍推進、 

チャレンジの支援 
5 6 1 3 2 0 

 

成果指標の達成状況については、いずれも目標値には届いていないものの、現状値からは改善が

みられ、取組が着実に前進している状況が確認されました。「 「家庭生活」又は「地域・個人の生活」 

と「仕事」を両立している市民の割合」では男性12.8％、女性18.7％、「女性が仕事をもち、男性

が家事・育児に専念する選択肢への賛同」は61.7％、「女性の就業率（25〜44歳）」は70.5％となり、

いずれも現状値を上回りました。今後の取組の積み重ねにより、さらなる向上が期待されます。 

 

基本目標３「多様な働き方を選択し活躍できる」 成果目標達成状況 

項目 
現状値 

（計画時） 
目標値 評価値 

「家庭生活」又は「地域・個人の生活」 

と「仕事」を両立している市民の割合 

男性 11.7％ 

女性 12.5％ 
30％ 

男性 12.8％ 

女性 18.7％ 

「女性が仕事をもって、男性が家事・育児に専念するという選択肢があってもよ

い」に同意する市民の割合（「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計） 
55.9％ 70％ 61.7％ 

女性の就業率（25～44歳） 67.8％ 82％ 70.5％ 
  



31 

 

④基本目標４ 「高萩に誇りをもち地域で活躍できる」 

基本目標４では、Ａ評価が９件となっており、一定の進捗が確認されました。一方で、Ｂ評価は

６件、Ｃ評価は７件となっており、取組の内容によって結果に幅が見られました。 

地域活動や意思決定の場への女性の参画促進に向けた取組は、意識的に進められており、一定の

改善がみられています。今後は、女性の参画がより進むよう、体制の見直しや意見を述べやすい環

境づくりなど、登用の機会を広げるための工夫が重要となります。 

若年層に向けた出前授業やポスター展、地域で活躍する女性ロールモデルを講師としたセミナー

など、意識啓発に向けた取組は継続的に実施されています。 

防災分野では、女性防災士を対象とした研修の実施や、避難所運営に女性職員が関わる体制整備

など、男女共同参画の視点を踏まえた取組が着実に進められており、自主防災組織等への女性の参

画についても今後の広がりが期待されます。 

このように分野ごとに進捗に差はあるものの、意識的な改善がみられます。国や茨城県の計画で

も重視されている「性別役割分担意識」の解消や地域活動における女性の活躍推進に向けては、こ

れまでの啓発の継続に加え、研修機会の創出など、情報提供にとどまらない取組を段階的に進めて

いくことが期待されます。 

 

 Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

基本目標４ 高萩に誇りをもち地域で活躍できる 20 22 9 6 7 0 

基本施策１ 
地域における男女共同参画の推進と 

地方創生 
4 4 1 3 0 0 

基本施策２ 
社会の意思決定過程等での女性の参 

画促進と人材育成 
10 12 6 2 4 0 

基本施策３ 
女性の視点を生かした防災体制や地 

域福祉等の充実 
6 6 2 1 3 0 

 

成果指標は、緩やかな改善がみられたものの、依然として課題が残る状況です。市の審議会等に

おける女性委員の割合は24.4％で、現状値（24.1％）からわずかに増加しました。市職員の女性管

理職割合は31.1％で、目標値には僅かに届いていないものの、確実な上昇が見られています。 

全体として、地域や組織の意思決定層への女性の参画は限定的であり、引き続き積極的な取組が

求められます。さらに、国が指導的地位に占める女性割合「30％目標」を2030年まで継続して掲げ

ていることを踏まえ、本市においても人材登用・育成の取組を継続的に強化し、女性の参画を着実

に拡大していく必要があります。 
 

基本目標４「高萩に誇りをもち地域で活躍できる」の 成果目標達成状況 

項目 
現状値 

（計画時） 
目標値 評価値 

自治会長に占める女性の割合 6.8％ 10％ 12.6％ 

市の審議会等における女性委員の割合 24.1％ 40％ 24.4％ 

市職員の女性管理職（課長補佐相当職以上）の割合 25.9％ 33％ 31.1％ 

自主防災組織の女性役員の割合 10.2％ 15％ 6.1％ 
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（３）重点施策の実施状況 

重点施策の実施状況を見ると、Ａ評価が多くを占める一方で、Ｃ評価となった施策も一定数みられ、

分野によって進捗状況に差が生じています。 

情報発信については、市報やホームページ、SNSなど多様な手段を活用した発信が行われており、継

続的な取組が進められています。ただし、受け手のニーズとの間に認識の差が生じている可能性もあり、

より効果的な伝え方を検討する余地があると考えられます。 

重点施策別にみると、重点施策①「子どものころからの男女共同参画教育・学習の推進」では、学校

教育の中で、男女共同参画の視点が定着しつつあり、ランドセルの色の統一やジェンダーレスに偶慮し

た中学校制服の採用、男女共通の体操服の導入など、日常的な環境づくりにも取組が進んでいます。こ

れらの取組は着実に実施され、すべての取組がＡ評価となっています。 

一方、重点施策④「男女でともに取り組む介護の促進」では、介護休業制度等に関する情報提供は行

われているものの、掲示や資料偶布が中心となっており、取得につながる具体的な働きかけが行われて

いないことからＣ評価となりました。 

また、地域活動や防災分野、意思決定過程への女性参画の促進についても、案内等にとどまっており、

参加しやすい環境づくりに向けた工夫が今後求められています。 

全体として、重点施策は概ね計画どおり実施されているものの、実際の 利用や参加につながりにく

い施策も見られました。今後は、新たな取組を追加するだけでなく、既存事業の中でも男女共同参画の

視点を踏まえた説明や相談対応を行うなど、事業運営の工夫により取組の充実を図っていくことが求め

られます。 

 

Ａ とても・概ね順調に進んでいる 

Ｂ 進んでいるが問題がある 

Ｃ ほとんど進んでいない 

Ｅ その他 

施策数 評価件数 
Ａ 

評価 

Ｂ 

評価 

Ｃ 

評価 

Ｅ 

評価 

重点施策全体評価 28 38 21 3 14 0 

重点施策① 子どものころからの男女共同参画教育・学習の推進 6 9 9 0 0 0 

重点施策② 魅力的な生き方、働き方等のロールモデルの提示 2 3 2 1 0 0 

重点施策③ 男女でともに取り組む育児の促進、仕事との両立支援  3 5 2 0 3 0 

重点施策④ 男女でともに取り組む介護の促進 2 3 0 0 3 0 

重点施策⑤ 女性や若者等の地元就職及び再就職の支援 3 5 4 0 1 0 

重点施策⑥ 女性のキャリア形成、創業支援等の充実 3 3 1 1 1 0 

重点施策⑦ 女性のリーダー等の人材発掘・育成支援 5 6 2 1 3 0 

重点施策⑧ 女性の視点を生かした防災等の取組 4 4 1 0 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｄ評価（事業が完了している）は回答０件  
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Ａ 順調に進んでいる Ｂ 進んでいるが問題がある Ｃ ほとんど進んでいない Ｅ その他
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８ それぞれの視点からみえる課題 

（１）統計・市民意識からみた課題 

本市の人口は長期的に減少傾向が続いており、生産年齢人口の割合も低下しています。出生数や婚姻

件数も減少するなか、将来の地域活力の維持に向けて、男女ともに働きやすく暮らしやすい環境づくり

が一層重要になっています。 

市民意識では、固定的な性別役割分担に「同感しない」とする割合が増えている一方、家庭生活で

「平等である」と感じる市民は男性34.8％、女性22.3％にとどまり、家事・育児・介護の負担偏在は依

然として課題です。中学生でも「家事・育児は母が担う」と捉える傾向がみられ、次世代への意識の再

生産が懸念されます。 

また、市の審議会の女性委員割合（24.4％）や女性管理職割合（31.1％）は改善してきたものの、国

が掲げる「2030年までに指導的地位の女性割合30％」には届いておらず、地域社会や行政組織における

女性参画の拡大と人材育成の強化が引き続き求められます。 

就業面では、女性活躍を重視する企業は増加しており、女性の就業率（25～44歳）も上昇傾向にあり

ますが、67.8％にとどまっています。管理職比率や両立支援制度の浸透には差があることから、多様な

人材が活躍できる職場環境の整備が一層必要です。加えて、ＤＶの相談割合が低下するなど暴力の潜在

化も懸念され、未然防止と相談・支援体制の強化が引き続き重要な課題です。 

 

【本市の現状の主な結果】 

  第３次策定時 第４次策定時 

市
の
現
状 

総人口 27,863人 25,609人 

人口動態 -452人 -546人 

人口構成（生産年齢人口割合） 54.4％ 52.2％ 

婚姻件数・離婚件数 103件 33件 46件 42件 

出生率（市の出生率） 1.36 1.26 

市の審議会における女性委員の割合 24.1％ 24.4％ 

市の行政委員会等における女性委員の割合 11.1％ 14.8％ 

市職員の女性管理職（課長補佐相当職以上）の割合 25.9％ 31.1％ 

市
民
の
意
識 

「 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に 

同感しない市民の割合 

男性62.1％ 

女性67.3％ 

男性70.4％ 

女性78.5％ 

「「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に 

同感しない市民の割合（中学生） 

女子74.7％ 

男子50.4％ 

女子86.1％ 

男子76.6％ 

「家庭生活」又は「地域・個人の生活」と「仕事」を両

立している市民の割合 

男性34.8％ 

女性22.3％ 

男性37.2％ 

女性24.7％ 

ＤＶを受けたことがある人のうち、自分以外の人や機関

等に相談をした市民の割合 
51.0％ 46.6％ 

家庭生活において男女が「平等である」と感じる市民の

割合 

男性34.8％ 

女性22.3％ 

男性37.2％ 

女性24.7％ 

社会全体において男女が「平等である」と感じる市民の

割合 
15.2％ 15.8％ 

「女性が仕事をもって、男性が家事・育児に専念すると

いう選択肢があってもよい」に同意する市民の割合 
55.9％ 61.7％ 

企
業
の
意
識 

女性の活躍は会社の「利益」に貢献する 

（そう思うの割合） 
52.2％ 84.2％ 

女性の活躍は会社の「成長」に貢献する 

（そう思うの割合） 
60.9％ 84.2％ 

女性活躍を事業活動で重視しているか 

（重視しているの割合） 
78.3％ 78.9％ 
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（２）取組評価・成果目標達成状況等からみた課題 

第３次プランにおける各施策の進捗を総合すると、男女共同参画の基盤づくりに向けた取組は着

実に積み重ねられており、意識啓発、子育て・介護支援、地域活動の促進など、多くの領域で一定

の成果がみられました。一方で、分野によって進展の度合いには差があり、特に働き方の多様化や

女性の活躍推進、意思決定過程への参画拡大といった社会構造に関わる領域では、制度整備や啓発

にとどまり、取組の効果が十分に発揮されていない側面もみられました。 

重点施策の評価結果からは、多くの取組が実施されている一方で、制度や支援内容が市民に十分

に伝わっていない、あるいは男女共同参画の視点が必ずしも明確に反映されていない施策もみられ、

事業の運用や進め方に改善の余地があることが確認されました。 

また、固定的な役割意識の解消や男女がともに家庭生活を担う環境づくりについては一定の前進

がみられるものの、家事・育児・介護の負担偏在や、若年層における性別役割意識の残存など、次

世代に連鎖する課題も浮き彫りとなっています。さらに、地域活動への女性の参加促進やリーダー

育成については取組が進みつつあるものの、地域組織・企業・行政が一体となって、その裾野を広

げていく体制は十分とはいえません。 

働き手不足や人口減少、少子高齢化といった社会課題が深刻化するなか、本市が持続的に発展し

ていくためには、性別にとらわれることなく、多様な人材が能力を発揮できる環境を整え、家庭・

職場・地域のすべての場面で男女が協力し合う社会構造を構築していくことが不可欠です。加えて、

国が指導的地位に占める女性割合の「30％目標」を2030年まで継続して掲げていることを踏まえる

と、行政組織や地域団体、企業等が連携し、女性の参画拡大や人材育成を計画的に進めていく必要

があります。 

今後の男女共同参画の推進にあたっては、これまで進めてきた啓発や周知を基盤としつつ、既存

の施策や事業の中で、生活・就労・地域参画を支える支援の在り方や運用を見直し、その質を高め

ていくことが求められます。また、多様な主体が連携しながら、誰もが安心して生活し、自分らし

い生き方や働き方を選択できる環境を、市民と共につくり上げていく姿勢が重要となります。 

こうした課題や社会環境の変化を踏まえ、本計画では、男女がともに尊重され、自分らしい生き

方を実現できるまちを目指し、目指す方向性をより明確にするとともに、施策の効果を高める実行

力のある体制づくりを進めていきます。 
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【３章】 

第４次高萩市男女共同参画プランの目指す姿 

１ 基本理念 

前章までの評価結果や市民意識、統計データから、本計画で重点的に取り組むべき課題が改めて明確に

なりました。こうした課題に加え、人口減少・少子高齢化、働き方改革など社会環境が大きく変化するな

かで、誰もが自分らしく生き、働き、地域で活躍できる基盤を整える必要性が高まっています。 

本市はこれまで、第３次プランにおいて多様な生き方が尊重され、誰もが自分らしく輝き活躍できる社

会を目指し、意識改革や環境整備を進めてきました。これらの理念は現在においても有効であり、本計画

においても継承すべき重要な方向性です。そのうえで、前計画の成果と課題、そして新たな社会的潮流を

踏まえ、多様性を一層尊重し、市民一人ひとりが自分らしさを発揮できるまちづくりへと発展させていく

ことが求められています。 

こうした視点から、本計画で掲げる基本理念を、次のとおり設定します。 

 

多様な生き方を認め合い、 

誰もが自分らしく輝けるまち たかはぎ 
 

２ 計画の基本目標 

基本理念を実現するため、第３次プランで示した方向性を継承しつつ、本市が今後重点的に取り組

むべき課題を踏まえ、４つの基本目標を設定します。これらの基本目標は、多様な生き方や働き方を

尊重し、市民一人ひとりが自分らしく輝ける社会を実現するための柱となるものです。 

なお、本計画で掲げた基本理念を受け、すべての基本目標は「誰もが性別にかかわりなく」達成さ

れることを前提として設定しています。性別によらず、あらゆる市民が公平に参画し、力を発揮でき

る環境づくりを本計画の根幹として位置づけるものです。 
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３ 施策の体系  

基本

理念 
 基本目標  基本施策 

       
      

多
様
な
生
き
方
を
認
め
合
い
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
輝
け
る
ま
ち 

た
か
は
ぎ 

 

基

本

目

標

１ 

尊重され 

自分らしい 

生き方を 

実現できる 

 

【１】 男女共同参画意識の改革、理解促進 

  

【２】 多様な生き方を可能とする環境づくり 

  

【３】 
男女の人権の尊重と暴力の根絶 

【ＤＶ対策基本計画】 

       

 

基

本

目

標

２ 

新たな 

ライフスタイルを 

確立できる 

 

【１】 家庭生活における男女共同参画の推進 

  

【２】 子育てにおける男女共同参画の推進 

  

【３】 介護における男女共同参画の推進 

       

 

基

本

目

標

３ 

多様な 

働き方を選択し 

活躍できる 
【女性活躍推進計画】 

 

【１】 
雇用等における男女共同参画と仕事と 

生活の調和 

  

【２】 多様な働き方を可能にする環境づくり 

  

【３】 
仕事における女性の活躍推進 

チャレンジの支援 

       

 

基

本

目

標

４ 

高萩に 

誇りをもち 

地域で活躍できる 

 

【１】 
地域における男女共同参画の推進と 

地方創生 

  

【２】 
社会の意思決定過程等での女性の 

参画促進と人材育成 

  

【３】 
女性の視点を生かした防災体制や 

地域福祉等の充実 

  

誰

も

が

性

別

に

か

か

わ

り

な

く 
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取組の方向性 
 

成果指標 

    

● 

● 

● 

男女共同参画意識の改革促進 

子どものころからの男女共同参画教育・学習の推進 

性の多様性への理解と偶慮 

 
 

◆「男は仕事、女は家庭

という考えに同感しな

い市民の割合 
 

◆広報誌やＨＰでのロー

ルモデルの紹介数 
 

◆ＤＶを受けたことのあ

る人のうち、自分以外

の人や機関等に相談し

た市民の割合 

● 

● 

● 

結婚、妊娠・出産等、ライフデザインに対する支援 

魅力的な生き方、働き方等のロールモデルの提示 

多様な人々の社会参加を可能とする環境の整備 

 

● 

● 

ＤＶ等に対する理解と認識の向上 

ＤＶ等の被害に対する相談・支援体制の充実 

 

    

● 

● 

男性の家庭生活や地域への参画、家事シェアの促進 

学校教育での啓発 

 
 

◆家庭生活において男女

が「平等である」と感

じる市民の割合 

 

◆市男性職員の育児参加

による休暇取得割合 

 

◆介護サポーターの登録

者数 

● 

● 

男女でともに取り組む育児の促進、仕事との両立支援 

保育・子育てを支援する環境の充実 

 

● 

● 

男女でともに取り組む介護の促進 

家族の介護等を支える環境の充実 

 

    

● 

● 

男女の均等な機会と公平な待遇の確保 

仕事と生活の両立に関する意識啓発と支援 

 ◆「家庭生活」又は「地

域・個人の生活」と

「仕事」を両立してい

る市民の割合 
 

◆「女性が仕事をもっ

て、男性が家事・育児

に専念するという選択

肢があってもよい」に

同意をする市民の割合 
 

◆女性の就業率(25～44

歳) 

● 

● 

ＩＣＴ等を活用したテレワーク、短時間勤務等の多様な働き方の支援  

女性や若者等の地元就職及び再就職の支援 

 

●

● 

女性のキャリア形成、創業支援等の充実 

第１次・第２次産業等での女性活躍による産業活性化 

 

    

● 

● 

地域社会における男女平等意識の啓発とシビックプライドの醸成 

地域活動における女性の積極的登用 

 ◆市の審議会等における

女性委員の割合 
 

◆市一般管理職員（課長

補佐相当職以上）にお

ける女性の割合 
 

◆自主防災組織の女性役

員の割合 

● 

● 

政策・方針決定過程への女性参画促進 

女性のリーダー等の人材発掘・育成支援 

 

●

● 

女性の視点を生かした防災等の取組 

男女共同参画による様々な地域福祉課題への取組支援 
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基本目標１：誰もが性別にかかわりなく 

尊重され自分らしい生き方を実現できる 

 

人々が互いの価値観や人権を尊重し合い、多様な生き方を実現するための意識改革や環境づくり

を進め、次世代を担う子どもたちが「自分らしい」生き方を実現でき、未来への希望がもてるまち

を目指します。 

       

基本目標２：誰もが性別にかかわりなく 

新たなライフスタイルを確立できる 

 

 

出産、子育て、介護などは「男女ともに当事者である」という意識をもち、誰もが暮らしやすい

環境を実現できるよう家庭生活の様々な場面での男女共同参画や支援の充実を進め、新たなライフ

スタイルを確立できるまちを目指します。 

       

基本目標３：誰もが性別にかかわりなく 

多様な働き方を選択し活躍できる 
 

性別や年齢、置かれている環境等に合わせて、必要な収入や生きがいを得ることができるよう雇

用環境の改善や創業支援等を進め、誰もが多様な働き方で活躍し、地域経済が活性化するまちを目

指します。 

       

基本目標４：誰もが性別にかかわりなく 

高萩に誇りをもち地域で活躍できる 

 

昔ながらの固定的な役割分担に捉われず地域活動や社会活動における女性の活躍推進やリーダー

育成等の男女共同参画を積極的に進め、誰もが高萩に誇りをもって活躍し、地域力が向上するまち

を目指します。 

 
  

【関連するＳＤＧｓ】 

【関連するＳＤＧｓ】 

【関連するＳＤＧｓ】 

【関連するＳＤＧｓ】 
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【４章】 

基本施策 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標１ 
誰もが性別にかかわりなく、尊重され自分らしい生き方を実現できる 

・基本施策１－１ 男女共同参画意識の改革、理解促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連するＳＤＧｓ】 

■ 現状 

市民アンケートでは、社会全体について「男性の方が優遇されている」と感じている

人が約６割を占め、性別による地位の格差を意識する市民が多い状況にあります。一

方、「男性は仕事、女性は家庭（家事）」という考え方に対しては、否定的な回答が半数

以上を占めているものの、固定的な性別役割分担意識は依然として残っています。 

中学生アンケートでは、「男女共同参画社会」という言葉については一定程度認知され

ているものの、内容まで理解している生徒は一部にとどまっています。 

市ではこれまで、広報や講座、学校教育などを通じて、男女共同参画に関する意識啓

発に取り組んできました。 

■ 課題 

市民・若年層ともに、性別による役割意識や固定的なイメージがあり、多様な生き方

への理解が十分に広がっていないことが課題です。 

また、これまでの取組は、若者層や働き盛り世代、男性層への浸透が十分とは言え

ず、性の多様性や暴力防止に関する理解についても、世代や属性による差がみられてお

り、より幅広い層に届く情報提供や学習機会の充実が求められています。 

□ 取組の方向性 

性別にかかわらず多様な価値観を認め合い、誰もが「自分らしい生き方」を実現できる

よう、世代や属性に応じた効果的な啓発を進めます。市報やＳＮＳ、学校教育や地域活動

と連動した取組を通じて、幅広い層に届く情報発信と体験的な学習機会の充実を進めてい

きます。 

①男女共同参画意識の改革促進 

②子どものころからの男女共同参画教育・学習の推進 

③性の多様性への理解と偶慮 
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① 男女共同参画意識の改革促進 

固定的な性別役割分担意識を解消し、これまで以上に男女が暮らしやすくするため、様々なメデ

ィア等を活用し、男女共同参画の意識改革を促進します。 
 

主な事業 担当課 

幅広い世代への広報・啓発活動 
環境市民協働課 

秘書広報課 

男性や若者世代を対象とした広報・啓発活動 環境市民協働課 

メディアを活用した効果的な広報戦略の実行 
環境市民協働課 

秘書広報課 

男女共同参画に関する情報の収集・提供 環境市民協働課 

男女共同参画の視点での公共刊行物・出版物の表現の見直し 
環境市民協働課 

秘書広報課 

市民による自発的な情報交換等の促進 
環境市民協働課 

秘書広報課 
 

② 子どものころからの男女共同参画教育・学習の推進 

次世代を担う子どもや若者が、性別に捉われず将来様々な分野にわたり活動しやすくするため、

男女共同参画教育や学習機会の充実を図ります。 
 

主な事業 担当課 

男女共同参画教育プログラムの開発・推進 

学校教育課 

生涯学習課 

環境市民協働課 

幼少期からの男女平等を推進する教育・学習の推進 
学校教育課 

教育総務課 

多様な選択を可能にする指導の充実 学校教育課 

個性を生かした進路指導 学校教育課 

男女共同参画に関する講座の開催 
生涯現役推進課 

環境市民協働課 

学校教育における女性参画の促進 学校教育課 

性的マイノリティに関する学習  新規 学校教育課 
 

③ 性の多様性への理解と偶慮 

男女が互いの違い等を認めて理解を深めるための性教育や、「自分らしい」生き方を実現できるよ

う、性の多様性への理解と偶慮に取り組みます。 
 

主な事業 担当課 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権

利）の視点に基づいた性教育の推進 
学校教育課 

生を尊重する教育の推進 健康づくり課 

同性愛、両性愛、性別違和等に対する偶慮 市民課 
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・基本施策１－２ 多様な生き方を可能とする環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

市民アンケートでは、家事や育児の担い手が「母親」に偏っており、掃除・洗濯・食事の

したくなど多くの項目で、妻が主に担う割合が高くなっています。 

中学生アンケートでも、「主に家事や子育てを担当している人」として約８割が「母」と回

答しており、家庭内の役割分担が子ども世代にも強く認識されている状況がみられます。 

また、介護においても家族介護者の負担感が高く、とくに中高年層の女性が介護を担う割

合が大きくなっています。 

働き盛りの世代では、仕事と家庭の両立に十分な余裕を持てないとの回答も多く、多様な

働き方や支援制度が十分に浸透していない状況がうかがえます。 

市ではこれまで、結婚・妊娠・出産、子育て、介護など、ライフステージに応じた支援に

取り組んできました。 

■ 課題 

家事・育児・介護が特定の性別に集中する状況があり、特に男性の家庭参画を促す取

組の浸透が限定的であることが課題となっています。 

学習機会や啓発についても、量や対象層に偏りがみられます。 

市内では高齢化率が３割を超えており、今後は家族の介護負担が一層増加することが

見込まれ、家族だけで対応することが難しい場面も増えることから、地域で支え合う仕

組みや相談体制の充実が求められています。 

また、若い世代が将来の生活や子育てに対し不安を持ちやすく、定住意向や家庭形成

への影響も懸念されます。より幅広い層に届く情報提供や学習機会の充実が求められて

います。 

□ 取組の方向性 

誰もがライフステージに応じて安心して生活を築けるよう、家事・育児・介護を男女が

協力して担う意識づくりと、仕事と生活の両立を支える環境整備を進めます。あわせて、

多様な働き方の促進や地域の支え合い体制の充実を図り、家庭だけに負担が集中しない仕

組みづくりを推進します。 

①結婚、妊娠・出産等、ライフデザインに対する支援 

②魅力的な生き方、働き方等のロールモデルの提示 

③多様な人々の社会参加を可能とする環境の整備 
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① 結婚、妊娠・出産等、ライフデザインに対する支援 

ライフステージに応じて安心して生活を築けるよう、プレコンセプションケアの考え方に基づき、

結婚、妊娠・出産等に関する正しい理解や認識をもち、若者や女性等が主体的にライフデザインを

描けるよう支援に取り組みます。 

 

主な事業 担当課 

女性の健康のための総合的な支援 健康づくり課 

スポーツ・レクリエーション活動の推進 生涯学習課 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権

利）に関する正しい理解と認識の浸透 
健康づくり課 

 

② 魅力的な生き方、働き方等のロールモデルの提示 

魅力的な生き方や働き方を実践している人や企業の事例紹介や講座開催等を行い、若者や女性へ

の多様な生き方の可能性の提示や高萩市をけん引する人材の育成を図ります。 

 

主な事業 担当課 

広報紙や市ホームページ等での市民の取組や成果の紹介 
環境市民協働課 

秘書広報課 

多様な生き方、ライフデザイン講座の開催 環境市民協働課 

 

③ 多様な人々の社会参加を可能とする環境の整備 

高齢者、障がいのある人、外国人等、様々な人々が置かれている立場や性別等にかかわらず、安

心して暮らせるダイバーシティ社会を目指し、相談・支援体制を整えるとともに、多様な人の参加

を促す活動の支援や支援体制の整備を進めます。 

 

主な事業 担当課 

高齢者、障がいのある人、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 

高齢福祉課 

社会福祉課 

市民課 

教育総務課 

人権・多様性の尊重に関する学習・啓発活動の推進 市民課 

ひとり親家庭の自立支援 

子育て支援課 

教育総務課 

市民課 

国際理解の促進（外国人のコミュニティ形成支援）  新規 生涯学習課 
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・基本施策１－３ 男女の人権の尊重と暴力の根絶【ＤＶ対策基本計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

市民アンケートでは、「ＤＶを受けたことがある」と回答した人が約１割、「周囲で被

害を聞いたことがある」が約２割あり、ＤＶが身近な問題として一定数発生している状

況が示されています。一方、ＤＶ被害を受けた人のうち、相談につながった割合は５割

程度にとどまっています。 

また、ＤＶや性暴力に関する正しい知識や判断力については、若年層や男性層で理解

が十分でない傾向がみられます。 

 

■ 課題 

ＤＶ被害が潜在化しやすく、相談や支援につながりにくい状況が依然として続いてい

ることが課題となっています。特に、若年層や男性層において、相談行動に結びつきに

くい傾向がみられます。 

また、ＤＶ被害について、相談先が家族や友人など身近な人にとどまる傾向が強く、

警察や行政機関、専門機関等につながりにくく、必要な支援が十分に活用されていない

ことが課題です。 

さらに、啓発の対象や内容に偏りがあり、性の多様性に偶慮した支援の視点が十分に

浸透していないことも、相談や支援につながりにくい要因となっています。 

□ 取組の方向性 

暴力の根絶と人権の尊重を最優先とし、未然防止から早期発見、支援までを切れ目なく

行う体制を強化します。相談窓口の周知や関係機関との連携を進めるとともに、正しい知

識の普及と性の多様性に偶慮した対応を通じて、被害を確実に支援につなげる環境づくり

を推進します。 

 

①ＤＶ等に対する理解と認識の向上 

②ＤＶ等の被害に対する相談・支援体制の充実 

【ＤＶ等相談窓口】 

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/kosodate_ninshin/shussan_kosodate/dv/pa

ge002160.html 

（市ホームページ内「ＤＶ等の被害でお悩みの方へ」 
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① ＤＶ等に対する理解と認識の向上 

ＤＶ等の被害を未然に防止するため、ＤＶ等に関する知識や認識の向上とともに根絶に向けた啓

発を図り、潜在的な被害や人権侵害を防止します。 

 

主な事業 担当課 

ＤＶ等の根絶に向けた啓発 
子育て支援課 

環境市民協働課 

暴力を生まないための予防教育の推進 学校教育課 

女性の人権を侵害する情報の取扱いの啓発 環境市民協働課 

 

② ＤＶ等の被害に対する相談・支援体制の充実 

ＤＶやストーカー等から被害者を守るため、関係機関との連携により相談・支援体制の充実を図

り、対策や再発防止策、被害者のケアを講じます。 

 

主な事業 担当課 

人権侵害に関する知識の普及 市民課 

ＤＶ被害者に対する相談・支援体制の整備 子育て支援課 

ＤＶ等事案への適切な対応 
子育て支援課 

市民課 

セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 
学校教育課 

観光商工課 
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基本目標２ 
誰もが性別にかかわりなく、新たなライフスタイルを確立できる 

・基本施策２－１ 家庭生活における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連するＳＤＧｓ】 

■ 現状 

市ではこれまで、家事・育児・介護に関する啓発や支援に取り組んできましたが、家

庭内の負担状況や役割分担の実態が十分に見える化されていない状況がみられます。 

働き盛りの世代では、仕事と家庭の両立にゆとりがないとの回答が多く、家庭生活の

負担が一部の構成員に集中しやすい傾向が続いています。また、高齢化率が４割に迫る

中、今後は介護を担う家族の負担が一層増加することが見込まれます。 

親子料理教室や介護予防講座、父親支援事業など、家庭生活に関わる事業は実施され

ていますが、参加状況にはばらつきがみられます。 

■ 課題 

家庭内の負担や役割分担の実態が十分に共有されておらず、具体的な行動変容につな

がりにくいことが課題となっています。特に、男性向け講座への参加が少なく、広報方

法や働きかけの不足が、家庭参画を促す取組の広がりを妨げています。 

また、既存事業も家庭生活における男女共同参画の促進になるという視点の共有がな

されておらず、事業は実施していても、家庭生活における男女共同参画の推進に繋がって

いない事が課題です。 

□ 取組の方向性 

家庭生活における負担の偏りを解消するため、家事・育児・介護に男女がともに関わる

意識づくりと、家庭参画を後押しする取組を進めます。あわせて、地域の支え合いや制度

活用の促進により、家族だけに負担が集中しない環境を整備します。 

 

①男性の家庭生活や地域への参画、家事シェアの促進 

②学校教育での啓発 
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① 男性の家庭生活や地域への参画、家事シェアの促進 

従来仕事が中心であった男性の意識改革を進め、家事等の家庭生活への参画や地域活動等への参

画を積極的に支援します。 

 

主な事業 担当課 

家庭をともに担うための男性の意識啓発 環境市民協働課 

男性を対象とした家庭生活等への参画を促進する講座の開催 環境市民協働課 

男性の生活・自活能力向上の促進 
高齢福祉課 

健康づくり課 

男性の両立支援制度活用の促進     
高齢福祉課 

子育て支援課 

 

② 学校教育での啓発 

家事や出産・子育て、介護などの家庭生活全般にについて、「男女ともに当事者である」という意

識を定着させるため、学校教育等での啓発に取り組みます。 

 

主な事業 担当課 

家庭科教育での家事シェア学習の導入 学校教育課 
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・基本施策２－２ 子育てにおける男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

市では、育児休業制度の普及啓発や取得促進に向け、事業主を対象とした情報提供を

行ってきましたが、パンフレット掲示など限られた方法にとどまっています。 

また、父子交流や育児参加の機会提供については、子育て支援課や健康づくり課を中

心に実施されていますが、参加者が安定しない、講座の内容や雰囲気によって父子交流

が成立しにくいといった状況がみられます。 

妊娠期から子育て期にかけた相談支援体制は整備されているものの、助産師相談の利

用が少ない月があるなど、支援情報が十分に届いていない可能性も指摘されています。

つどいの広場では親子交流が中心となっており、子育て講座の実施環境には制約があり

ます。 

■ 課題 

育児休業制度や両立支援制度について、職場における理解や浸透が十分でなく、父母

双方が育児に参画しやすい環境づくりにつながっていないことが課題です。 

また、父親支援や父子交流の取組が、育児参加の広がりとして実感されにくく、市民

アンケートでも育児の担い手が母親に偏る傾向が続いています。 

さらに、相談支援や講座に関する情報発信や参加環境に課題があり、必要とする家庭

が支援につながりにくい状況がみられることから、制度の周知、父親支援、参加しやす

い環境整備を一体的に進める必要があります。 

□ 取組の方向性 

子育てに男女がともに関わることを前提に、父子交流や男性向け育児参加の機会を充実

させ、参加しやすい場づくりと情報発信を進めます。あわせて、育児休業制度の普及啓発

や相談支援体制の周知を強化し、父母双方が安心して育児に参画できる環境整備を図りま

す。 

 

①男女でともに取り組む育児の促進、仕事との両立支援 

②保育・子育てを支援する環境の充実 

 



48 

 

① 男女でともに取り組む育児の促進、仕事との両立支援 

男女で協力して育児に取り組む社会にするため、男性の出産・子育ての当事者意識を高め、働き

方改革や育児休業制度の活用等を促進し、子育てへの積極的な参画を促進します。 

 

主な事業 担当課 

育児休業制度の普及啓発 観光商工課 

育児休業の取得の促進 
観光商工課 

総務課 

父子交流・育児参加機会の提供 
子育て支援課 

健康づくり課 

 

② 保育・子育てを支援する環境の充実 

男女が協力して子育てに取り組めるよう、地域や市全体で保育や子育てを支援する体制の充実を

図り、子どもの成長に応じた切れ目のない支援ができる環境づくりを進めます。 

 

主な事業 担当課 

子育てに関する相談体制の整備 
子育て支援課 

健康づくり課 

多様なニーズに応える保育の充実 子育て支援課 

学童保育の充実 子育て支援課 

子育て世帯を支援する事業の充実 
子育て支援課 

健康づくり課 

子育て講座の開催 

生涯学習課 

子育て支援課 

健康づくり課 

講座や催事中の託児（乳幼児保育）の実施 環境市民協働課 

子育てサークルのネットワークづくりの推進 
子育て支援課 

健康づくり課 
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・基本施策２－３ 介護における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

本市では、高齢化率が４割に迫る中、家族介護の負担が増大しており、特に女性に介

護が集中しやすい状況が続いています。市民アンケートでも、介護の担い手が女性に偏

る傾向が確認され、介護と仕事の両立が難しいとの声が多くみられます。 

介護休業制度については、事業主向けの周知が行われていますが、パンフレット掲示

や相談対応にとどまっています。 

一方、介護予防については、シルバーリハビリ体操指導士やいきいき応援サポーター

など、多様な主体による取組が展開されています。また、地域包括支援センターを中心

に、家族介護の状況把握や相談対応が行われています。 

■ 課題 

介護休業制度や支援制度の認知・利用が十分に進んでおらず、介護負担が特定の性別

や家族に集中しやすい状況が課題となっています。 

また、介護予防事業が家族介護者の負担軽減や男女の介護参画の促進に必ずしも直結

しておらず、介護予防と家族支援の連携が十分とは言えません。 

さらに、介護に関する知識や相談先、利用可能な支援メニューが分かりにくく、必要

な支援に早期につながらない世帯がみられることから、情報提供や支援への導線を分か

りやすく整備する必要があります。 

□ 取組の方向性 

介護と生活を両立できるよう、介護休業制度の周知や相談体制の充実を図り、家族だけ

に負担が集中しない支援環境を整備します。あわせて、地域包括支援センターを中心とし

た早期相談や介護予防との連携により、男女が協力して介護に向き合える地域づくりを進

めます。 

 

①男女でともに取り組む介護の促進 

②家族の介護等を支える環境の充実 
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① 男女でともに取り組む介護の促進 

男性の介護における当事者意識を高め、働き方改革や介護休業制度の活用等を促進し、介護への

積極的な参画を促進します。 

 

主な事業 担当課 

介護休業制度の普及啓発 観光商工課 

介護休業の取得の促進 
観光商工課 

総務課 

 

② 家族の介護等を支える環境の充実 

男女が協力して介護等に取り組めるよう、地域や市全体で家族介護を支える体制の充実を図りま

す。 

 

主な事業 担当課 

高齢者の社会参画の推進 
高齢福祉課 

生涯学習課 

介護予防・生活支援の推進 高齢福祉課 

介護サービス等の充実 高齢福祉課 

障害福祉サービス等の充実 社会福祉課 
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基本目標３  
誰もが性別にかかわりなく、多様な働き方を選択し活躍できる 

・基本施策３－１ 雇用等における男女共同参画と仕事と生活の調和【女性活躍推進計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連するＳＤＧｓ】 

■ 現状 

働き方改革やワーク・ライフ・バランスの取組が進められているものの、市民アンケ

ートでは、男女間の働き方の格差が依然として残っている状況が示されています。女性

は出産や育児を機に就業継続が難しくなりやすく、非正規雇用への移行やキャリアの中

断が生じる傾向がみられます。 

一方、男性においても、家事・育児・介護への参画が十分に進まず、長時間労働や固

定的な役割意識が、仕事と生活の両立を妨げる要因となっています。 

育児・介護休業制度などの両立支援制度は整備されており、市では観光商工課・総務

課を中心に、事業所への制度周知や相談対応が行われています。 

■ 課題 

両立支援制度について、市内事業所での理解や活用が十分に進んでおらず、企業規模

や働き方によって取得しにくい環境が残っていることが課題です。制度周知がパンフレ

ット掲示や情報提供にとどまり、事業者への主体的な働きかけや継続的な相談支援が十

分とは言えません。 

また、男女雇用機会均等法やポジティブ・アクション、ハラスメント対策に関する取

組が、県主催研修の周知にとどまり、事業者自らの改善行動につながっていない状況が

みられます。 

さらに、非正規雇用労働者の処遇改善や柔軟な働き方の導入が市内全体に広がってお

らず、男女双方が仕事と家庭を両立しながら働き続けられる環境整備が十分に進んでい

ないことが課題となっています。 

□ 取組の方向性 

性別にかかわらず安心して働き続けられるよう、事業所への働きかけや啓発を通じて、

雇用環境の改善と意識改革を一体的に進めます。あわせて、両立支援制度や多様な働き方

の普及、ハラスメント防止の取組を強化し、誰もが能力を発揮できる職場環境づくりを推

進します。 

 

①男女の均等な機会と公平な待遇の確保 

②仕事と生活の両立に関する意識啓発と支援 
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① 男女の均等な機会と公平な待遇の確保 

職場において男女の格差を是正し、均等な雇用機会と公平な待遇・評価を確保できるよう、企業

における意識啓発や支援の充実を図ります。 

 

主な事業 担当課 

男女雇用機会均等法の浸透を図るための啓発活動 
観光商工課 

環境市民協働課 

男女間格差の是正の促進（ポジティブ・アクションの促進） 
観光商工課 

環境市民協働課 

経営者等に対する啓発活動 
観光商工課 

環境市民協働課 

（女性活躍につながる）人事評価制度の導入促進 
観光商工課 

環境市民協働課 

ハラスメントのない職場の実現に向けた啓発活動 
観光商工課 

環境市民協働課 

非正規雇用労働者の労働条件向上を図る支援 観光商工課 

 

② 仕事と生活の両立に関する意識啓発と支援 

働き方に対する意識や企業の意識を改革し（特に男性）、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た支援を進めます。 

 

主な事業 担当課 

働き方見直しの啓発 観光商工課 

仕事と家庭の両立支援制度活用の促進 

健康づくり課 

高齢福祉課 

子育て支援課 
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・基本施策３－２ 多様な働き方を可能にする環境づくり 【女性活躍推進計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

全国的にテレワークや短時間勤務、副業・兼業など多様な働き方が広がる中、市内で

は事業所規模や業種によって制度の導入や活用状況に差があり、柔軟な働き方が十分に

普及していない状況がみられます。市民アンケートでも、家庭の事情に応じて働き方を

選択できていないケースが一定数みられ、子育てや介護と就業の両立が難しいとの声が

寄せられています。 

観光商工課では、新しい働き方に関するセミナーや就職面接会、求人情報の提供など

を通じて情報発信を行ってきました。また、ハローワークと連携した女性の再就職準備

セミナーや、学生・若者への地元就職情報の提供も行われています。 

■ 課題 

多様な働き方に関する取組が、パンフレット掲示やイベント周知など情報提供にとど

まり、制度導入や職場環境の改善を後押しする支援に十分つながっていないことが課題

です。特に、中小企業においては、制度導入のノウハウ不足や人員偶置の難しさから、

柔軟な働き方の導入が進みにくい状況が続いています。 

また、女性の再就職やキャリア形成に関する支援についても、個々の状況に応じたき

め細かな支援や、働き方の改善と結びつく仕組みが弱く、ライフステージに応じて無理

なく働き続けられる地域環境が十分に整っていないことが課題となっています。 

□ 取組の方向性 

ライフステージに応じて柔軟に働けるよう、多様な働き方に関する情報提供と企業への

支援を強化し、制度導入や職場環境の改善を後押しします。あわせて、女性の再就職支援

や若者への就業情報の充実を図り、誰もが地域で働き続けられる選択肢を広げます。 

 

①ＩＣＴ等を活用したテレワーク、短時間勤務等の多様な働き方の支援 

②女性や若者等の地元就職及び再就職の支援 
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① ＩＣＴ等を活用したテレワーク、短時間勤務等の多様な働き方の支援 

テレワークや短時間勤務等の多様な働き方を可能とするための情報提供や環境づくりの支援を行

います。 

 

主な事業 担当課 

新しい働き方についての情報提供 観光商工課 

新しい働き方を可能とする環境づくりの支援 観光商工課 

 

② 女性や若者等の地元就職及び再就職の支援 

女性や若者等が高萩市で自分の望むライフスタイルに合った働き方を見つけ、地域経済が活性化

するよう、様々な情報提供や支援を行います。 

 

主な事業 担当課 

女性の労働に関する情報収集と提供 観光商工課 

地元就職に関する情報収集と提供 観光商工課 

ハローワークとの連携による女性の再就職支援 

観光商工課 

子育て支援課 

環境市民協働課 
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・基本施策３－３ 仕事における女性の活躍推進、チャレンジの支援【女性活躍推進計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

女性の就業継続やキャリア形成を支援する取組は進められているものの、出産・育児

期に離職するケースが依然として多く、非正規雇用にとどまる割合も高い状況がみられ

ます。市内企業アンケートでは、女性活躍の必要性について一定の認識はある一方で、

管理職登用やスキル向上の機会提供は十分とは言えません。 

市では、女性活躍推進セミナーやロールモデル紹介、男性向けの家事・育児参加セミ

ナーなどを実施しています。また、起業支援や再就職支援についても、起業塾や創業プ

ログラムの紹介、ハローワークと連携した取組が行われています。 

「高萩市女性活躍推進協議会」や、農業分野における家族経営協定の推進など、分野

ごとの取組も進められています。 

■ 課題 

女性活躍に関する取組が、単発的なセミナーや情報提供にとどまり、キャリアの継続

や再構築につながる継続的・実践的な支援が十分でないことが課題です。特に、管理職

登用やスキル向上、再チャレンジに結びつく支援の充実が求められています。 

また、起業支援や再就職支援については、参加者の裾野が広がらず、必要な支援が十

分に届いていない状況がみられます。「高萩市女性活躍推進協議会」についても、課題提

案や活動の深まりが十分でなく、分野横断的な課題解決の場としての機能強化が求めら

れています。 

さらに、農業分野を含め、女性の参画やチャレンジを後押しする取組が情報提供中心

にとどまっており、実践的な支援につなげていく必要があります。 

□ 取組の方向性 

女性が希望するキャリアや働き方を実現できるよう、セミナーやロールモデル紹介等を

通じた継続的なキャリア形成支援と、企業への働きかけによる女性登用・育成の促進を進

めます。あわせて、起業や再就職へのチャレンジ支援、分野横断的な連携強化により、女

性が地域のさまざまな分野で活躍できる基盤づくりを推進します。 

 

①女性のキャリア形成、創業支援等の充実 

②第１次・第２次産業等での女性活躍による産業活性化 
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① 女性のキャリア形成、創業支援等の充実 

女性のキャリア形成や起業等、様々な分野で自立して活躍する女性を支援し、相乗効果によるま

ち全体の活力形成を図ります。 

 

主な事業 担当課 

女性活躍推進のための啓発 環境市民協働課 

女性起業家に対する支援 観光商工課 

「高萩市女性活躍推進協議会」の活動推進 環境市民協働課 

 

② 第１次・第２次産業等での女性活躍による産業活性化 

工業や農業等の従事する女性が少ない分野での働きやすい環境づくりや新たなチャレンジを積極

的に支援し、市内産業全体の活性化を図ります。 

 

主な事業 担当課 

工業や農業等に従事する女性の労働環境の整備 
観光商工課 

農林課 

女性農業者に対する６次産業化参入の支援 農林課 
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基本目標４ 
誰もが性別にかかわりなく、高萩に誇りをもち地域で活躍できる 

・基本施策４－１ 地域における男女共同参画の推進と地方創生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連するＳＤＧｓ】 

■ 現状 

地域活動や自治会運営など、地域の基盤を支える場面では、依然として男性中心の参

画構造が残っており、女性が意思決定の場に参画したり、役割を担ったりする機会が十

分に確保されていません。市民アンケートでも、地域活動の担い手が固定化しているこ

とや、家庭・仕事との両立の難しさから参加しにくい状況が示されています。 

市では、女性ロールモデルの講師起用やポスター展、出前授業、親子料理教室などを

通じた啓発に取り組んできました。また、地域団体への働きかけや研修も一部で実施さ

れています。 

■ 課題 

啓発や研修の取組が単発的にとどまり、地域に根付いた意識改革や役割分担意識の見

直しに十分につながっていないことが課題です。また、地域の慣例やしきたりが残って

いることから、女性や若者が参画をためらいやすく、男女共同参画の視点が地域運営に

浸透しにくい状況がみられます。 

さらに、ロールモデルを活用した取組についても参加者層が固定化し、地域全体に広

がりにくいことや、地域横断的に理念を共有し、継続的に実践につなげる仕組みが十分

に整っていない点が課題となっています。 

□ 取組の方向性 

地域活動において性別にかかわらず参画しやすい環境づくりを進め、役割分担の見直し

や研修等を通じて、女性や若い世代の参画と意思決定への関与を促進します。あわせて、

地域団体や関係機関との連携を強化し、多様な人材が地域づくりに関わることで、地域の

活力向上と地方創生につなげます。 

 

①地域社会における男女平等意識の啓発とシビックプライドの醸成 

②地域活動における女性の積極的登用 
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① 地域社会における男女平等意識の啓発とシビックプライドの醸成 

地域において、男女が固定的な役割分担意識に捉われず、対等な関係で活動できるよう意識の浸

透や啓発を図り、高萩への愛着や誇り（シビックプライド）をもって多様な人々が地域づくりに参

画できるようにします。 

 

主な事業 担当課 

地域社会での男女平等意識の啓発 環境市民協働課 

男女共同参画の視点での地域の慣例やしきたりの見直し 環境市民協働課 

 

② 地域活動における女性の積極的登用 

市内の各種団体や自治会等の地域活動を主体的に行う団体に対して、定期的な情報提供や講座等

を開催し、男女共同参画とともに女性の積極的な登用を働きかけます。 

 

主な事業 担当課 

地域活動における男女共同参画の促進 環境市民協働課 

市内のあらゆる活動における女性の積極的登用の環境づくり 環境市民協働課 
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・基本施策４－２ 社会の意思決定過程等での女性の参画促進と人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

市の審議会・協議会や地域団体など、政策形成や意思決定に関わる場における女性の

参画は徐々に増加しているものの、割合は十分とは言えず、特にリーダー層や重要な役

職での登用は限定的です。構成委員の男女比に偶慮した委嘱は行われていますが、目標

値には達していません。 

また、女性職員の育成・登用に向けて、外部研修への参加や管理職比率の公表、政策

形成分野への偶置などの取組が進められています。市内事業者や地域に対しても、県が

実施する研修・セミナー情報の提供や、ロールモデル講師を活用した啓発が行われてい

ます。 

■ 課題 

意思決定の場における女性の参画が継続的な活躍や発言につながりにくく、特にリー

ダー層の育成や登用が十分に進んでいないことが課題です。女性職員向け研修について

も、参加者が限られていることや、研修成果を職場で活かすためのフォローアップが十

分でなく、組織全体の底上げにつながりにくい状況がみられます。 

また、事業者や地域向けの研修・啓発については、情報が十分に届いていない場合が

あり、地域全体で男女共同参画の視点を共有し、女性リーダーの育成や活躍機会の創出

につなげる仕組みが十分に整っていないことが課題となっています。 

□ 取組の方向性 

政策・方針決定の場における女性の参画拡大に向け、審議会等での登用方針の明確化

や、意見を述べやすく継続的に参画できる体制整備を進めます。あわせて、研修やフォロ

ーアップを通じた女性リーダーの育成と、事業者・地域への働きかけにより、多様な人材

が意思決定に参画できる基盤づくりを推進します。 

 

①政策・方針決定過程への女性参画促進 

②女性のリーダー等の人材発掘・育成支援 
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① 政策・方針決定過程への女性参画促進 

市において、男女が平等に活躍しやすい職場のモデルとなる取組や女性の管理職への登用を今後

も進めるとともに、政策・方針決定過程への女性の更なる参画を促進します。 

 

主な事業 担当課 

市全職員を対象とした男女共同参画研修会の実施 総務課 

審議会・委員会等への女性の参画の促進 
関係各課 

教育総務課 

市女性職員の積極的育成・登用 総務課 

市女性職員の政策形成能力を高める各種研修の充実 総務課 

市女性職員の管理職への積極的登用 総務課 

 

② 女性のリーダー等の人材発掘・育成支援 

女性自身や組織の意識を改革し、地域のあらゆる分野において男性優位にならず、女性が積極的

に活躍できるよう、人材育成の支援や人材活用の推進を図ります。 

 

主な事業 担当課 

地方創生における女性の活躍推進 環境市民協働課 

女性自身の意識改革の促進 環境市民協働課 

女性の人材育成に関する情報提供及び人材育成の支援 関係各課 

民間企業及び各種団体等への意識啓発 
観光商工課 

環境市民協働課 

地域における女性リーダーの育成支援 環境市民協働課 
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・基本施策４－３ 女性の視点を生かした防災体制や地域福祉等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 現状 

防災分野では、防災士資格を持つ女性職員を対象とした「女性視点の避難所運営」に

関する講座の実施や、避難所対応職員に女性を偶置した班編成などにより、女性の視点

を生かした取組が進められてきました。これにより、避難所運営において一定の成果が

みられています。 

また、地域福祉分野では、男女共同参画ネットワーク組織（ハーモニーたかはぎ）へ

の活動支援を行い、男女共同参画の視点を踏まえた取組が進められています。 

■ 課題 

防災分野における女性視点の取組は、個別の事業にとどまっており、企画・立案段階

から女性が参画する仕組みとして十分に定着していないことが課題です。自主防災組織

においても人員不足が指摘されており、男女双方が参画しやすい体制づくりが求められ

ています。 

また、地域福祉分野では、男女共同参画の視点を地域福祉課題の解決に十分に生かし

切れておらず、団体間の連携強化や具体的な協働取組の推進が必要となっています。 

□ 取組の方向性 

防災の企画・立案段階から女性が参画できる体制を整え、女性視点の避難所運営や多様

なニーズに偶慮した防災体制を継続的に推進します。あわせて、地域福祉分野においても

関係団体との連携を強化し、男女双方が参画する仕組みづくりを通じて、誰もが安心して

暮らせる地域づくりを進めます。 

 

①女性の視点を生かした防災等の取組 

②男女共同参画による様々な地域福祉課題への取組支援 
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① 女性の視点を生かした防災等の取組 

近年多発する豪雨災害や地震災害、コロナ禍のような緊急事態に対し、女性ならではの視点や偶

慮を生かせるよう、地域の防災活動等への女性の参画を促進します。 

 

主な事業 担当課 

防災の企画・立案における女性の参画促進 危機対策課 

自主防災組織等への女性の参画促進 危機対策課 

避難所の設置・運営への女性の参画促進 危機対策課 

 

② 男女共同参画による様々な地域福祉課題への取組支援 

男女共同参画により、誰もが安心して暮らせるよう様々な地域福祉課題に取り組む市民団体やＮ

ＰＯ、地域活動等に対して積極的な支援を行い、誇り高く高萩で活躍する人の育成と、高萩の更な

る魅力向上を図ります。 

 

主な事業 担当課 

男女共同参画ネットワーク組織の自主活動の促進 環境市民協働課 

男女共同参画により地域福祉課題に取り組む団体・グループ活動へ

の支援 
環境市民協働課 
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【５章】 

計画の推進 

１ 計画の進行管理 

計画のテーマや目標を達成するため、本計画に位置づけた施策や取組について、進捗状況の評価や

それを踏まえた改善等、ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理を行います。 

計画期間中は、年度ごとに各課の施策や取組の進捗状況を確認し、中間及び最終年次には成果指標

の達成状況の確認や効果の検証を行います。さらに検証結果を踏まえて、目標達成に必要な施策や取

組の改善等を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の推進方策 

計画テーマである「多様な生き方を認め合い、誰もが自分らしく輝けるまち たかはぎ」を実現する

ため、庁内関係課が連携した横断的な施策展開を図るとともに、関係機関や団体の代表、有識者、地

域住民、企業等の様々な立場の人々と連携・協力し、本計画を推進します。 

また、本計画について広報や市ホームページ、パンフレット等により広く市民や企業への周知を図

るとともに、本計画の進捗状況や評価の公表や定期的な推進会議の開催等に努めます。 

 

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

施策・取組の推進 
本計画 

策定 

 
    

進捗状況の確認  ● ● ● ● ● 

指標達成の状況・ 

効果の確認、改善 
   〇  ◎ 

  

次期プラン 
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３ 目標値の設定 

基本 

目標 
項目 

現状値 

(計画策定時) 

目標値 

(令和12年度) 

１ 

「男性は仕事、女性は家庭」という考えに同感しない市民の割合

（「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の合計） 

男性 70.4％ 

女性 78.5％ 
80.0％ 

広報紙やホームページでのロールモデルの紹介数 13 件 15件 

ＤＶを受けたことがある人のうち、自分以外の人や機関等に相談

をした市民の割合 
46.6％ 70.0％ 

２ 

家庭生活において男女が「平等である」と感じる市民の割合 
男性 37.2％ 

女性 24.7％ 
50.0％ 

市男性職員の育児参加による休業取得割合 42.9% 85.0％ 
（2週間以上） 

いきいきサポーター（介護サポーター）の登録者数 31 人 40人 

３ 

ワーク・ライフ・バランスについて、理想と現実が一致している

市民の割合 

男性 30.9％ 
女性 25.8％ 

50.0％ 

「女性が仕事をもって、男性が家事・育児に専念するという選択

肢があってもよい」に同意する市民の割合（「そう思う」「どちら

かといえばそう思う」の合計） 

61.7％ 70.0％ 

女性の就業率（25～44歳） 70.5％ 82.0％ 

４ 

市の審議会等における女性委員の割合 24.4％ 30.0％ 

市一般管理職員（課長補佐以上）における女性の割合 31.1％ 40.0％ 

自主防災組織の女性役員の割合 6.1% 15.0％ 
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資料編 
 

１ 策定経過 

 

２ 策定体制 

 

３ 用語説明 
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４ 計画策定の社会的背景 

（１）世界の動き 

年月 内容 

昭和 50(1975)年 

国際婦人年世界会議開催 

ガイドラインとして「世界行動計画」が採択され「国連婦人の 10 年」の設

定「平等・開発・平和」を目標に女性の地位向上のための取組が開始 

平成７(1995)年 
第４回世界女性会議(平等、開発、平和のための行動)開催 

各国政府の女性政策の指針を示した北京宣言及び行動綱領が採択 

平成 12(2000)年 

国連特別総会(女性 2000 年会議)開催 

「政治宣言」「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアテ

ィブ(成果文書)」が採択 

平成 18(2006)年 東アジア男女共同参画担当大臣会合開催(東京) 

「東京閣僚共同コミュニケ」が採択 

平成 19(2007)年 
第２回東アジア男女共同参画担当大臣会合開催 

「ニューデリー閣僚共同コミュニケ」が採択 

平成 22(2010)年３月 

第 54回国連婦人の地位委員会(北京＋15記念会合)開催 

「北京宣言及び行動綱領」と第 23回国連特別総会「女性 2000 年会議」成果

文書の実施状況の評価について、宣言及び決議が採択 

平成 22(2010)年７月 

新たな機関(ＵＮ Ｗｏｍｅｎ)を設置する決議が、国連総会で採択 

国連婦人開発基金(ＵＮＩＦＥＭ)、女性の地位向上部(ＤＡＷ)、ジェンダー

問題と女性の地位向上に関する事務総長特別顧問室(ＯＳＡＧＩ)国際婦人調

査訓練研修所(ＩＮＳＴＲＡＷ)を統合 

平成 23(2011)年 
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連女性機関(ＵＮ Ｗ

ｏｍｅｎ)が発足第 58 回国連婦人の地位委員会 

平成 26(2014)年 
第 58回国連婦人の地位委員会 

自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント決議案が採択 

平成 27(2015)年 

国連で持続可能な開発サミット開催 

国連で持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(ＳＤＧｓ)採択。ジェンダ

ー平等が目標５に掲載 

平成 28(2016)年 

Ｇ７伊勢・志摩サミット開催 

女性の能力開発のためのＧ７行動指針、女性の理系キャリア促進のためのイ

ニシアティブ(ＷＩＮＤＳ)に合意 

平成 31(2019)年 
Ｗ20サミット開催 

「女性の経済的エンパワーメントの促進」をテーマにセッション 
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年月 内容 

令和３(2021)年 
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｅｑｕａｌｉｔｙ Ｆｏｒｕｍ」（ジェンダー平等

を目指す全ての世代フォーラム）開催 

令和５（2023）年 「Ｇ７ 栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」開催 

 

（２）国の動き 

年月 内容 

昭和 50(1975)年 総理府に「婦人問題企業推進」「婦人問題担当室」設置 

昭和 60(1985)年 
「男女雇用機会均等法」「女子差別撤廃条約」批准 

国民年金法改訂(女性の年金権保証する国民年金法改訂) 

平成６(1994)年 
総理府に「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」 

「男女共同参画推進本部」設置 

平成 11(1999)年 
「男女共同参画社会基本法」公布、施行 

男女共同参画社会の実現が重要な課題として位置づけ 

平成 12(2000)年 
「男女共同参画基本計画」策定 

基本法の理念を達成するための施策や取組を推進するために策定 

平成 13(2001)年 

「男女共同参画局」「男女共同参画会議」内閣府に設置 

基本的な政策及び重要事項の調査審議を行う等推進体制が強化 

「偶者者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(ＤＶ防止法)制定 

平成 15(2003)年 

「少子化社会対策基本法」「次世代育成支援対策推進法」制定 

国、県、市町村及び事業主が一体となって、少子化対策を集中的、計画的に

推進 

平成 16(2004)年 
「偶者者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な

方針」策定 

平成 17(2005)年 

「男女共同参画基本計画(第２次)」策定 

平成 32(2020)年までを見通した施策の基本的方向と平成 22(2010)年度末ま

でに実施する具体的施策の内容が提示 

「改正育児・介護休業法」施行 

契約社員ら有期雇用労働者も育児・介護休業の対象 

平成 19(2006)年 

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」策定 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 

「改正男女雇用機会均等法」が施行 

平成 21(2009)年 「育児・介護休業法」改正 

平成 22(2010)年 「男女共同参画基本計画(第３次)」策定 
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年月 内容 

平成 24(2012)年 
「『女性の活躍推進による経済活性化』行動計画～はたらくなでしこ大作

戦」決定 

平成 26(2014)年 

「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置、「すべての女性が輝く社会

づくり本部会合」開催 

様々な状況に置かれた女性が自らの希望を実現して輝くことにより、我が国

最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、社会の活性化につなげ

る。 

平成 27(2015)年 

「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」公

布・施行 

自らの意志で働くことを希望するすべての女性が、その個性と能力を十分に

発揮できる社会を実現するため、「女性が仕事で活躍する」といった内容を

事業主に対して義務化 

平成 27(2015)年 「男女共同参画基本計画(第４次)」閣議決定 

平成 28(2016)年 改正「男女雇用機会均等法」公布 

平成 28(2016)年 

Ｇ７伊勢・志摩サミット開催 

「女性の能力開発のためのＧ７行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のた

めのイニシアティブ(ＷＩＮＤＳ)」に合意 

平成 28(2016)年 「国際女性会議(ＷＡＷ！)」(ＷＡＷ！2016)開催 

平成 29(2017)年 

「育児・介護休業法」が改正 

育児休業時間の延長や男性の育児参加を促進するための育児目的休暇の新設

が規定 

平成 29(2017)年 
刑法改正 

強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等 

平成 30(2018)年 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」公布・施行 

「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について～メディア・行政間での

事案発生を受けての緊急対策～」策定 

令和元(2019)年 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」等改正 

令和２(2020)年 

｢第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～｣閣議決

定 

「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興

ガイドライン～」策定 

令和３(2021)年 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正 

国・地方公共団体は、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメ

ントへの対応など環境整備の施策強化 
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年月 内容 

令和４(2022)年 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」公布、「ＡＶ出演被害防

止・救済法」公布・施行 

様々な困難を抱えた女性が、その人権を尊重され、安心かつ自立して暮らせ

るように、国及び地方公共団体が関係機関及び民間の団体との協働により、

必要な支援 

令和５(2023)年 

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の

増進に関する法律」公布、施行 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現が目

的 

「偶者者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正 

接近禁止命令の対象拡大（精神的なＤＶ）、接近禁止命令違反の厳罰化、等 

令和６(2024)年 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行 

 

（３）茨城県の動き 

年月 内容 

昭和 53(1978)年 
「茨城県生活福祉部青少年婦人課」設置 

男女共同参画への本県の取組開始 

昭和 55(1980)年 「第２次県民福祉基本計画」に「婦人の福祉の向上」を位置づけ 

平成２(1990)年 知事を本部長とする「女性対策推進本部」設置 

平成３(1991)年 

「いばらきローズプラン 21」を策定 

「いばらきローズプラン 21 推進委員会」と庁内の「茨城県女性対策推進本

部」を設置 

平成６(1994)年 県庁に「女性青少年課」設置 

平成８(1996)年 
「いばらきハーモニープラン」策定 

男女のよりよいパートナーシップ確立が基本理念 

平成 12(2000)年 「いばらきハーモニープラン後期実施計画」策定 

平成 13(2001)年 

「茨城県男女共同参画推進条例」施行 

「茨城県男女共同参画審議会」設置、「茨城県男女共同参画推進本部」とす

る推進体制が整備 

平成 14(2002)年 

「茨城県男女共同参画基本計画」「茨城県男女共同参画実施計画」策定 

苦情やその他の意見を処理するために「男女共同参画苦情・意見処理委員

会」設置 

平成 16(2004)年  
「偶者者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画」策定 

平成 17(2005)年 「女性プラザ男女共同参画支援室」開設 
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年月 内容 

平成 18(2006)年 「茨城県男女共同参画実施計画」策定 

平成 23(2011)年 
「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）いきいきいばらきハーモニープラ

ン」策定 

平成 28(2016)年 「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

平成 29(2017)年 「茨城県女性活躍推進計画」策定 

平成 30(2018)年 
女性青少年課を女性活躍･県民協働課に再編、知事公室から県民生活環境部

に組織替 

令和元(2019)年 
｢茨城県男女共同参画推進条例｣一部改正 

性的少数者への不当な差別的取扱いの禁止等 

令和２(2020)年 

「女性プラザ」と「女性プラザ男女共同参画支援室」の機能を一元化し「男

女共同参画センター」を設置 

「男女共同参画センター」を「ダイバーシティ推進センター」に改称 

令和３(2021)年 「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」を策定 

令和４(2022)年 「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」を制定 

令和６(2024)年 「茨城県困難な問題を抱える女性支援基本計画」を策定 
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